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平
成
18
年
３
月
20
日
に
２
市
２
町
１
村

が
合
併
し
、
日
光
市
が
誕
生
し
て
か
ら
６

年
が
過
ぎ
ま
し
た
。

日
光
市
で
は
、
こ
れ
ま
で
「
早
期
の
一

体
感
の
醸
成
」
や
「
各
地
域
の
均
衡
あ
る

振
興
・
発
展
」
と
い
う
合
併
以
来
の
命
題

に
対
し
、
教
育
、
保
健
、
福
祉
の
充
実
、

観
光
を
は
じ
め
と
す
る
産
業
の
振
興
、
都

市
基
盤
や
防
災
な
ど
生
活
環
境
の
整
備
、

環
境
行
政
の
推
進
な
ど
に
努
め
て
ま
い
り

ま
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
東
日
本
大
震
災
以
降
、

原
発
事
故
に
よ
る
風
評
被
害
、
観
光
自
粛

な
ど
を
要
因
と
し
て
、
観
光
産
業
を
は
じ

め
と
す
る
経
済
活
動
に
深
刻
な
二
次
的
経

済
被
害
を
受
け
ま
し
た
。

こ
れ
を
受
け
、
２
度
に
わ
た
り
観
光
安

全
を
宣
言
、
国
内
外
で
Ｐ
Ｒ
活
動
を
積
極

的
に
行
う
と
と
も
に
、「
が
ん
ば
ろ
う
日
光
」

推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
実
施
す
る
な
ど
、

産
業
復
興
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
中
、
昨
年
９
月
、「
地
域
ブ

ラ
ン
ド
調
査
２
０
１
１
」
の
調
査
結
果
が

発
表
さ
れ
、
日
光
市
が
、
魅
力
度
ラ
ン
キ

ン
グ
で
全
国
16
位
、
栃
木
県
内
で
最
上
位

に
ラ
ン
ク
さ
れ
高
い
評
価
を
得
た
こ
と
は
、

市
民
の
皆
様
方
と
築
き
上
げ
て
き
た
協
働

の
ま
ち
づ
く
り
の
成
果
で
あ
り
、
大
変
光

栄
に
感
じ
て
お
り
ま
す
。

平
成
24
年
度
か
ら
は
、
日
光
市
の
飛

躍
・
発
展
の
時
期
と
考
え
て
お
り
、
今
後

50
年
、
100
年
と
「
日
光
市
」
が
そ
の
名
前

の
と
お
り
光
り
輝
き
続
け
る
た
め
、
一
体

感
の
醸
成
を
図
る
な
か
で
、
新
し
い
も
の

を
創
り
出
し
、
新
し
い
魅
力
の
あ
る
日
光

市
を
創
造
す
る
と
い
う
「
日
光
創
新
」
を

基
本
戦
略
に
位
置
付
け
ま
し
た
。

広
い
日
光
市
の
中
に
は
、
個
性
、
特
性
、

資
源
が
豊
富
に
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
を
改

め
て
見
つ
め
直
す
こ
と
に
よ
り
、
日
光
ブ

ラ
ン
ド
に
磨
き
を
か
け
、
新
た
な
日
光
ブ

ラ
ン
ド
を
ま
た
創
っ
て
い
く
。
そ
の
繰
り

返
し
に
よ
っ
て
、
新
た
な
産
業
や
付
加
価

値
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て

い
ま
す
。

そ
の
た
め
の
重
点
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し

て
、「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
」「
観
光
躍
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」「
暮
ら

し
安
心
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」「
産
業
振
興
・
経

済
活
性
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」「
ひ
と
づ
く
り

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
５
施
策
を
優
先
的
、

横
断
的
に
取
り
組
み
、
選
択
と
集
中
を
図

っ
て
ま
い
り
ま
す
。

平
成
24
年
度
は
、
特
に
子
ど
も
医
療
対

策
、
観
光
誘
客
宣
伝
、
中
心
市
街
地
整
備
、

防
災
行
政
情
報
シ
ス
テ
ム
整
備
な
ど
に
重

点
的
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
事
業
に
つ
き
ま
し
て
は
、

財
政
基
盤
の
安
定
の
た
め
税
率
の
見
直
し

を
行
い
ま
し
た
が
、
財
政
の
健
全
化
や
被

保
険
者
へ
の
負
担
抑
制
の
た
め
に
は
、
予

防
医
療
の
充
実
が
欠
か
せ
な
い
も
の
と
考

え
て
お
り
ま
す
。

そ
の
た
め
、
組
織
の
見
直
し
を
行
い
、

国
民
健
康
保
険
事
業
の
主
管
課
に
保
健
師

を
配
置
い
た
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、

健
康
部
門
と
の
連
携
を
強
化
す
る
と
と
も

に
、
既
存
事
業
の
評
価
、
医
療
費
や
健
診

結
果
の
分
析
に
よ
り
保
健
事
業
を
効
果
的

な
も
の
と
し
、「
健
や
か
で
ひ
と
に
や
さ
し

い
社
会
」
の
実
現
を
目
指
し
ま
す
。

私
は
、
平
成
18
年
４
月
の
就
任
以
来
、

ま
ち
づ
く
り
の
主
役
は
市
民
（
あ
な
た
）

で
す
、
市
民
の
皆
様
に
仕
え
る
事
が
私
の

仕
事
で
す
と
い
う
２
つ
の
基
本
理
念
の
も

と
、
一
貫
し
て
市
政
経
営
を
行
っ
て
ま
い

り
ま
し
た
。

日
光
市
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
を
秘

め
て
お
り
ま
す
。
平
成
26
年
に
冬
季
国
体
、

平
成
27
年
に
は
日
光
東
照
宮
400
年
記
念
事

業
が
予
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
今
後
も
、

市
民
の
皆
さ
ん
の
ご
意
見
を
伺
い
な
が
ら
、

市
民
と
の
協
働
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
を
推

進
し
、「
元
気
な
日
光
」「
強
い
日
光
」
を

創
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

日光市長
斎 藤 文 夫

日
光
創
新
、

　

新
た
な
ブ
ラ
ン
ド
を

　
　
　
　
　
　
　

創
る
ま
ち

巻頭言巻頭言
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予
算
の
編
成
に
つ
い
て
は
、
毎
年
度
、

厚
生
労
働
省
保
険
局
長
及
び
国
民
健
康
保

険
課
長
か
ら
通
知
さ
れ
る
予
算
編
成
方
針

等
に
基
づ
き
行
う
こ
と
。

は
じ
め
に

我
が
国
に
お
け
る
少
子
高
齢
化
の
進
行
、
就

業
構
造
の
変
化
等
に
よ
り
医
療
保
険
制
度
間

の
負
担
の
不
均
衡
が
生
じ
、
疾
病
構
造
の
変

化
、
医
療
技
術
の
高
度
化
な
ど
の
要
因
と
も

相
ま
っ
て
医
療
費
の
大
幅
な
増
大
を
も
た
ら

し
、
国
保
制
度
が
抱
え
る
脆
弱
な
財
政
基
盤

と
い
う
構
造
問
題
は
、
一
層
厳
し
さ
を
増
し

て
い
る
。

国
民
健
康
保
険
事
業
を
健
全
に
運
営
す
る

た
め
に
は
、
制
度
改
正
に
適
切
に
対
応
す
る

と
と
も
に
、
適
用
の
適
正
化
、
保
険
料
（
税
）

収
入
の
確
保
、
医
療
費
適
正
化
等
、
不
断
の

取
組
み
が
必
要
で
あ
る
。

特
に
、
本
県
の
市
町
村
保
険
者
に
お
け
る

国
民
健
康
保
険
税
の
収
納
率
向
上
へ
の
取
組

は
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。
平
成
22
年
度
の
収

納
率
は
、
86
・
01
％
で
あ
り
、
平
成
21
年
度

の
収
納
率
を
１
・
24
％
上
ま
わ
っ
た
も
の
の
、

全
国
と
比
較
し
て
も
本
県
の
収
納
率
は
依
然

と
し
て
低
い
状
況
で
あ
る
。

本
書
は
、
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
市

町
村
保
険
者
、
国
民
健
康
保
険
組
合
及
び
国

民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
に
お
け
る
、
平
成

24
年
度
の
国
民
健
康
保
険
事
業
運
営
上
の
留

意
事
項
に
つ
い
て
取
り
ま
と
め
た
も
の
で
あ

る
。

平成平成 14 年4 年度

国民健康保険事業運営に係る国民健康保険事業運営に係る
留 意 事留 意 事 項

平成 24 年度

国民健康保険事業運営に係る
留 意 事 項

平成24年4月
栃木県保健福祉部国保医療課

事
業
運
営
に
当
た
っ
て
の

　
　
　
　
　
　

留
意
事
項

保
険
者
に
関
す
る
事
項

１
　
事
業
計
画
等

a

事
業
計
画
の
策
定

s

予
算
の
編
成

事
業
計
画
の
策
定
に
つ
い
て
は
、
国
保

事
業
の
適
正
か
つ
安
定
的
な
運
営
を
図
る

た
め
、
事
業
運
営
の
実
情
を
把
握
分
析
し
、

そ
れ
ら
の
検
討
結
果
を
踏
ま
え
た
重
点
事

項
の
設
定
及
び
目
標
の
設
定
を
す
る
と
と

も
に
、
目
標
達
成
の
た
め
の
具
体
的
な
実

施
体
制
、
実
施
方
法
及
び
関
連
事
業
と
の

連
携
等
を
明
確
に
す
る
こ
と
。

赤
字
保
険
者
に
つ
い
て
は
、
財
政
の
健

全
化
を
図
る
た
め
、
具
体
的
な
赤
字
解
消

計
画
を
策
定
し
、
事
業
運
営
に
必
要
な
保

険
料
（
税
）
の
適
切
な
設
定
、
収
納
率
向

上
対
策
及
び
医
療
費
適
正
化
対
策
等
を
積

極
的
に
取
り
組
む
こ
と
。

d

赤
字
保
険
者
に
お
け
る
財
政
の
健
全
化
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２
　
適
用
の
適
正
化

a

被
保
険
者
の
適
用

居
所
不
明
の
被
保
険
者
に
係
る
資
格
喪

失
の
確
認
に
つ
い
て
は
、「
国
民
健
康
保
険

の
被
保
険
者
資
格
の
喪
失
確
認
処
理
に
係

る
取
扱
い
に
つ
い
て
（
通
知
）」（
平
成
４

年
３
月
31
日
保
険
発
第
40
号
）
に
基
づ
き
、

取
扱
要
領
を
作
成
し
、
的
確
に
行
う
こ
と
。

s

居
所
不
明
被
保
険
者
の
確
認

（
ア
）
被
保
険
者
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

「
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
か
か
る

適
用
及
び
保
険
料
（
税
）
の
賦
課
の
適

正
化
に
つ
い
て
（
通
知
）」（
平
成
５
年

11
月
15
日
保
険
発
第
１
２
３
号
）
に
基

づ
き
、「
国
民
健
康
保
険
の
適
用
事
務
に

お
け
る
年
金
被
保
険
者
情
報
の
活
用
に

つ
い
て
（
通
知
）」（
平
成
23
年
２
月
22

日
保
国
発
０
２
２
２
第
１
号
）
及
び

「
国
民
健
康
保
険
の
適
用
事
務
に
お
け
る

年
金
被
保
険
者
情
報
の
活
用
に
つ
い
て

の
一
部
改
正
に
つ
い
て
（
通
知
）」（
平

成
23
年
12
月
16
日
保
国
発
１
２
１
６
第

１
号
）
に
よ
り
活
用
が
可
能
と
な
っ
た

国
民
年
金
被
保
険
者
情
報
を
活
用
す
る

等
、
未
適
用
者
を
早
期
か
つ
的
確
に
把

握
し
、
早
期
適
用
を
促
進
す
る
と
と
も

に
、
遡
及
適
用
者
に
つ
い
て
は
的
確
に

遡
及
賦
課
を
行
う
こ
と
。

（
イ
）
退
職
被
保
険
者
等
の
適
用
に
つ
い
て

は
、「
国
民
健
康
保
険
の
退
職
被
保
険
者

等
に
係
る
適
用
に
つ
い
て
（
通
知
）」

（
平
成
15
年
３
月
31
日
保
国
発
第
０
３
３

１
０
０
３
号
）、「
国
民
健
康
保
険
の
退

職
被
保
険
者
等
に
係
る
適
用
の
適
正
化

対
策
に
つ
い
て
（
通
知
）」（
平
成
17
年

９
月
16
日
保
国
発
第
０
９
１
６
０
０
１

号
）
及
び
「
国
民
健
康
保
険
の
適
用
事

務
に
お
け
る
年
金
被
保
険
者
情
報
の
活

用
に
つ
い
て
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

（
通
知
）」（
平
成
23
年
12
月
16
日
保
国
発

１
２
１
６
第
１
号
）
に
基
づ
き
、
年
金

受
給
権
者
一
覧
表
等
の
年
金
情
報
の
活

用
等
に
よ
り
早
期
に
把
握
・
適
用
し
、

適
用
の
適
正
化
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、

被
保
険
者
資
格
の
遡
及
に
伴
う
療
養
給

付
費
負
担
金
及
び
療
養
給
付
費
交
付
金

の
振
替
整
理
を
適
正
に
行
う
こ
と
。

（
ウ
）
特
に
退
職
被
保
険
者
の
被
扶
養
者
に

係
る
適
用
に
つ
い
て
は
、「
国
民
健
康
保

険
の
退
職
被
保
険
者
の
被
扶
養
者
に
係

る
適
用
の
適
正
化
対
策
の
徹
底
に
つ
い

て
（
通
知
）」（
平
成
19
年
９
月
18
日
保

国
発
第
０
９
１
８
０
０
１
号
）
及
び

「
国
民
健
康
保
険
の
退
職
被
保
険
者
の
被

扶
養
者
に
係
る
適
用
に
つ
い
て
（
通
知
）」

（
平
成
20
年
３
月
31
日
保
国
発
第
０
３
３

１
０
０
１
号
）」
に
基
づ
き
、
職
権
適
用

を
実
施
す
る
等
適
用
の
適
正
化
を
推
進

す
る
こ
と
。

（
エ
）
外
国
人
の
適
用
に
つ
い
て
は
、「
外

国
人
に
係
る
国
民
健
康
保
険
の
適
用
促

進
に
つ
い
て
（
通
知
）」（
平
成
10
年
５

月
13
日
保
険
発
第
83
号
）、「
外
国
人
に

対
す
る
国
民
健
康
保
険
の
適
用
に
つ
い

て
（
通
知
）」（
平
成
16
年
６
月
８
日
保

国
発
第
０
６
０
８
０
０
１
号
）
及
び

「
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
１
条
第

１
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣

が
定
め
る
者
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

（
通
知
）」（
平
成
22
年
６
月
24
日
保
発
第

０
６
２
４
第
１
号
）
に
基
づ
き
、
適
正

に
行
う
こ
と
。

な
お
、「
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則

及
び
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令
」（
平
成
24
年
厚
生
労
働
省
令
第
７
号
）

及
び
「
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第

一
条
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労

働
大
臣
が
別
に
定
め
る
者
の
一
部
を
改

正
す
る
件
（
平
成
24
年
厚
生
労
働
省
告

示
第
23
号
）
が
平
成
24
年
７
月
９
日
か

ら
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
の

で
、
適
正
な
取
扱
に
努
め
る
こ
と
。

適
用
の
適
正
化
調
査
に
つ
い
て
は
、「
国

民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
適
用
の
適
正

化
及
び
第
三
者
行
為
に
係
る
求
償
権
の
行

使
に
つ
い
て
（
通
知
）」（
昭
和
50
年
７
月

１
日
保
険
発
第
63
号
）
に
基
づ
き
「
適
用

の
適
正
化
月
間
」
を
設
定
し
、
適
用
の
適

正
化
を
推
進
す
る
こ
と
。

d

適
用
の
適
正
化
調
査

３
　
適
正
な
賦
課

a
保
険
料
（
税
）
の
算
定
の
基
礎
と
な

る
所
得
に
つ
い
て
は
、
的
確
に
把
握
す
る

こ
と
。

ま
た
、
申
告
の
な
い
世
帯
及
び
保
険
料

（
税
）
の
軽
減
対
象
世
帯
等
に
つ
い
て
は
、

関
係
機
関
と
連
携
を
密
に
し
、
積
極
的
に

実
地
調
査
を
行
う
等
的
確
に
所
得
を
把
握

す
る
こ
と
。

な
お
、
共
有
名
義
の
固
定
資
産
に
係
る

資
産
割
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、「
共
有
名

義
の
固
定
資
産
に
係
る
国
民
健
康
保
険
料

（
税
）
の
資
産
割
額
の
算
定
に
つ
い
て
（
通

知
）」（
平
成
20
年
１
月
18
日
保
国
発
第
０

１
１
８
０
０
１
号
）
に
基
づ
き
、
持
ち
分

に
応
じ
て
適
正
に
按
分
賦
課
を
行
う
こ
と
。
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s
保
険
料
（
税
）
の
賦
課
割
合
及
び
賦

課
限
度
額
に
つ
い
て
は
、
被
保
険
者
間
に

お
け
る
負
担
の
不
均
衡
の
是
正
、
中
間
所

得
者
層
の
過
重
な
負
担
の
軽
減
を
図
る
観

点
か
ら
、
適
切
な
設
定
を
行
う
こ
と
。

４
　
保
険
料
（
税
）
収
入
の
確
保

市
町
村
保
険
者
の
徴
収
計
画
に
つ
い
て

は
、
都
道
府
県
が
広
域
化
等
支
援
方
針
の

中
で
定
め
た
保
険
者
規
模
別
収
納
率
目
標

を
踏
ま
え
、
滞
納
者
の
実
態
（
滞
納
原
因

別
、
所
得
階
層
別
、
職
業
別
、
地
区
別
等
）

に
基
づ
き
目
標
収
納
率
を
設
定
す
る
と
と

も
に
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
目
標
を

達
成
す
る
た
め
の
実
施
体
制
、
実
施
方
法

等
具
体
的
な
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
。

a

徴
収
計
画
の
策
定

s

納
期
内
納
入
の
促
進
等

保
険
料
（
税
）
の
納
入
に
つ
い
て
は
、

納
期
内
納
入
の
促
進
を
図
る
た
め
に
口
座

振
替
を
推
進
す
る
ほ
か
、
多
様
な
納
付
方

法
を
採
用
す
る
等
、
納
付
し
や
す
い
環
境

整
備
を
推
進
す
る
と
と
も
に
被
保
険
者
に

対
す
る
効
果
的
な
啓
発
活
動
を
積
極
的
に

行
う
こ
と
。

（
ア
）
保
険
料
（
税
）
の
確
保
を
図
る
た
め
、

早
期
に
滞
納
者
の
実
態
把
握
及
び
適
切

な
対
応
を
行
う
こ
と
。

（
イ
）
特
別
の
事
情
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら

ず
保
険
料
（
税
）
を
滞
納
し
て
い
る
い

わ
ゆ
る
悪
質
滞
納
者
に
対
す
る
被
保
険

者
資
格
証
明
書
の
交
付
及
び
保
険
給
付

の
一
時
支
払
差
止
め
等
の
措
置
に
つ
い

て
は
、「
国
民
健
康
保
険
の
保
険
料
（
税
）

を
滞
納
し
て
い
る
世
帯
主
等
に
対
す
る

措
置
の
取
扱
い
に
つ
い
て
（
通
知
）」

（
平
成
12
年
３
月
28
日
保
険
発
第
41
号
）

に
基
づ
き
、
適
正
に
行
う
こ
と
。

た
だ
し
、
出
産
育
児
一
時
金
に
つ
い

て
は
、
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則

（
昭
和
33
年
厚
生
省
令
第
53
号
）
第
10
条

に
よ
り
一
時
差
止
を
行
わ
な
い
措
置
が

平
成
23
年
４
月
以
降
も
継
続
さ
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
の
で
留
意
す
る
こ
と
。

な
お
、
短
期
被
保
険
者
証
の
交
付
に

d

滞
納
者
対
策

滞
納
保
険
料
（
税
）
の
徴
収
に
つ
い
て

は
、
全
庁
体
制
の
確
立
や
嘱
託
徴
収
員
の

採
用
な
ど
、
徴
収
体
制
の
整
備
を
図
り
、

積
極
的
な
徴
収
活
動
（
例
え
ば
休
日
、
夜

間
等
の
戸
別
徴
収
等
）
及
び
啓
発
活
動
を

行
う
こ
と
。

ま
た
、
嘱
託
徴
収
員
等
を
活
用
し
て
い

る
保
険
者
に
つ
い
て
は
、
嘱
託
徴
収
員
等

の
み
に
任
せ
る
こ
と
な
く
役
割
分
担
を
定

め
、
職
員
と
の
連
携
に
よ
る
戸
別
徴
収
を

積
極
的
か
つ
効
率
的
に
取
り
組
む
こ
と
。

f

徴
収
体
制
の
充
実

上
記

（1）
か
ら

（4）
の
ほ
か
、
保
険
料
（
税
）

収
納
率
の
確
保
・
向
上
等
の
対
策
と
し
て
、

「
収
納
対
策
緊
急
プ
ラ
ン
の
策
定
等
に
つ
い

て
（
通
知
）」（
平
成
17
年
２
月
15
日
保
国

発
第
０
２
１
５
０
０
１
号
）
等
を
参
考
に
、

効
果
的
な
収
納
対
策
に
積
極
的
に
取
り
組

む
こ
と
。

g

そ
の
他
の
収
納
対
策

つ
い
て
は
、
交
付
事
務
を
通
じ
て
で
き

る
だ
け
滞
納
者
と
接
触
す
る
機
会
を
確

保
し
、
保
険
料
（
税
）
を
納
め
る
こ
と

が
で
き
な
い
特
別
な
事
情
の
適
切
な
把

握
に
努
め
、
機
械
的
な
対
応
に
な
る
こ

と
の
な
い
よ
う
、
き
め
細
か
な
納
付
相

談
を
行
う
こ
と
。

ま
た
、
滞
納
者
の
状
況
に
応
じ
、
通

常
に
比
べ
更
新
ま
た
は
検
認
の
期
間
が

短
い
被
保
険
者
証
を
交
付
す
る
な
ど
、

被
保
険
者
証
の
交
付
方
法
を
工
夫
し
て

納
付
相
談
の
機
会
の
確
保
を
図
り
、
滞

納
者
を
解
消
す
る
こ
と
。

（
ウ
）
被
保
険
者
が
、
再
三
の
督
促
、
催
告

に
も
か
か
わ
ら
ず
納
入
、
催
告
に
応
じ

な
い
場
合
に
は
、
負
担
の
公
平
の
観
点

か
ら
差
押
予
告
通
知
書
を
送
付
し
、
積

極
的
に
差
押
え
を
行
う
こ
と
。

（
エ
）
納
付
義
務
者
が
保
険
料
（
税
）
を
納

期
限
ま
で
に
完
納
し
な
い
場
合
は
、
必

ず
延
滞
金
を
調
定
し
、
徴
収
す
る
こ
と
。

（
オ
）
保
険
料
（
税
）
の
不
納
欠
損
処
分
に

つ
い
て
は
、
資
産
の
状
況
等
の
調
査
結

果
に
基
づ
き
や
む
を
得
な
い
も
の
に
限

り
厳
正
に
行
う
こ
と
。
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５
　
医
療
費
の
適
正
化

医
療
費
等
の
分
析
に
つ
い
て
は
、
診
療

諸
率
の
経
年
的
な
傾
向
把
握
、
他
の
保
険

者
と
の
医
療
費
実
態
の
比
較
、
疾
病
構
造
、

長
期
入
院
者
及
び
重
複
・
頻
回
受
診
者
の

動
向
の
把
握
・
分
析
等
に
よ
り
、
医
療
費

等
の
現
状
と
問
題
点
を
的
確
に
把
握
し
、

医
療
費
の
適
正
化
に
必
要
な
施
策
に
反
映

す
る
こ
と
。

ま
た
、
将
来
に
向
け
て
医
療
費
適
正
化

対
策
を
効
果
的
に
実
施
す
る
た
め
、
連
合

会
等
と
連
携
し
、
調
査
・
研
究
を
行
う
こ

と
。な

お
、
連
合
会
か
ら
提
供
さ
れ
る
疾
病

統
計
、
長
期
入
院
者
、
重
複
・
頻
回
受
診

者
の
資
料
を
十
分
活
用
し
、
医
療
費
適
正

化
対
策
の
内
容
を
充
実
す
る
こ
と
。

a

医
療
費
等
の
分
析

６
　
保
健
事
業

a

保
健
事
業
の
推
進

s

診
療
報
酬
明
細
書
の
点
検
調
査

診
療
報
酬
明
細
書
（
以
下
「
レ
セ
プ
ト
」

と
い
う
。）
の
点
検
調
査
に
つ
い
て
は
、

「
国
民
健
康
保
険
の
診
療
報
酬
明
細
書
点
検

調
査
事
務
処
理
要
領
に
つ
い
て
（
通
知
）」

（
昭
和
55
年
５
月
10
日
保
険
発
第
42
号
）
に

基
づ
き
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

被
保
険
者
資
格
の
点
検
、
調
剤
報
酬
明
細

書
と
の
突
合
、
縦
覧
点
検
な
ど
に
つ
い
て

は
、
強
化
さ
れ
た
連
合
会
の
レ
セ
プ
ト
審

査
機
能
を
活
用
す
る
等
、
よ
り
効
率
的
な

調
査
を
実
施
す
る
こ
と
。

特
に
、
連
合
会
の
共
同
事
業
の
活
用
に

よ
る
的
確
な
第
三
者
行
為
求
償
事
務
な
ど

を
実
施
し
、
レ
セ
プ
ト
点
検
調
査
等
を
充

実
・
強
化
す
る
こ
と
。

ま
た
、
レ
セ
プ
ト
点
検
調
査
を
計
画
的

に
実
施
す
る
た
め
の
点
検
体
制
の
整
備
に

つ
い
て
は
、
医
療
事
務
経
験
者
等
を
嘱
託

員
に
採
用
す
る
な
ど
し
て
充
実
す
る
こ
と
。

後
発
医
薬
品
に
つ
い
て
は
、
後
発
医
薬

品
希
望
カ
ー
ド
の
配
布
及
び
後
発
医
薬
品

を
使
用
し
た
場
合
の
医
療
費
の
額
の
通
知

（
差
額
通
知
）
等
、
後
発
医
薬
品
の
積
極
的

d

後
発
医
薬
品
及
び
適
正
受
診
に
対
す
る
周
知
・
啓
発

在
宅
医
療
等
の
推
進
に
つ
い
て
は
、
い

わ
ゆ
る
社
会
的
入
院
の
解
消
が
課
題
と
な

っ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
長
期
入
院
者

の
把
握
と
と
も
に
、
在
宅
医
療
等
が
可
能

な
者
に
つ
い
て
は
、
保
健
師
の
訪
問
活
動

な
ど
保
健
・
医
療
・
福
祉
関
係
者
の
協
力

を
得
て
、
家
庭
復
帰
や
特
別
養
護
老
人
ホ

ー
ム
、
老
人
保
健
施
設
へ
の
入
所
等
を
推

進
す
る
こ
と
。

f

在
宅
医
療
等
の
推
進

重
複
・
頻
回
受
診
者
に
対
す
る
保
健
師

の
訪
問
活
動
に
つ
い
て
は
、「
重
複
・
頻
回

受
診
者
に
係
る
医
療
費
適
正
化
対
策
の
推

進
に
つ
い
て
（
通
知
）」（
平
成
10
年
８
月

５
日
保
険
発
第
１
２
６
号
）
に
基
づ
き
、

積
極
的
に
推
進
す
る
こ
と
。

g

重
複
・
頻
回
受
診
者
対
策
の
推
進

保
健
事
業
の
推
進
に
つ
い
て
は
、
特
定

健
康
診
査
・
特
定
保
健
指
導
の
実
施
率
の

向
上
を
図
る
と
と
も
に
、
医
療
費
等
の
分

析
結
果
に
基
づ
き
保
健
・
福
祉
部
門
等
関

係
部
局
、
関
係
機
関
と
の
連
携
を
図
り
つ

つ
健
康
診
査
、
保
健
指
導
、
健
康
教
育
、

健
康
相
談
、
訪
問
指
導
等
効
果
的
か
つ
効

率
的
な
施
策
を
講
ず
る
こ
と
。

な
活
用
を
促
進
す
る
こ
と
。

ま
た
、
柔
道
整
復
師
等
の
施
術
に
お
け

る
保
険
給
付
の
範
囲
等
に
つ
い
て
、
広
報

等
に
よ
り
柔
道
整
復
療
養
費
等
に
対
す
る

被
保
険
者
の
関
心
を
高
め
、
適
正
化
を
進

め
る
こ
と
。

s

直
営
診
療
施
設

保
険
者
が
設
置
す
る
直
営
診
療
施
設
に

つ
い
て
は
、
国
保
の
被
保
険
者
を
始
め
と

し
た
地
域
住
民
に
対
し
て
、
保
健
・
医

療
・
福
祉
の
各
般
に
わ
た
る
総
合
的
な
処
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s

不
正
及
び
事
故
の
防
止

不
正
及
び
事
故
の
防
止
に
つ
い
て
は
、

不
正
及
び
事
故
の
発
生
を
未
然
に
防
止
す

る
た
め
、
事
務
処
理
方
式
の
見
直
し
、
相

互
牽
制
体
制
等
の
管
理
体
制
の
充
実
及
び

自
主
的
監
査
の
実
施
等
不
正
及
び
事
故
の

防
止
に
万
全
を
期
す
こ
と
。

ま
た
、
不
正
及
び
事
故
が
発
生
し
た
場

合
は
、
速
や
か
に
都
道
府
県
に
報
告
す
る

こ
と
。

国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会
に
つ
い
て

は
、
国
保
事
業
の
適
正
か
つ
安
定
的
な
運

営
を
図
る
た
め
に
重
要
な
審
議
機
関
で
あ

る
の
で
、
事
業
運
営
の
課
題
・
問
題
点
を

十
分
に
審
議
す
る
等
積
極
的
に
開
催
す
る

こ
と
。

s

保
険
者
協
議
会
に
お
け
る
各
保
険
者
と
の
連
携
・
協
力

保
険
者
協
議
会
に
つ
い
て
は
、
保
健
事

業
等
の
効
率
的
で
円
滑
な
事
業
運
営
を
図

る
た
め
、
各
保
険
者
と
の
連
携
・
協
力
に

努
め
る
こ
と
。

レ
セ
プ
ト
開
示
に
つ
い
て
は
、「
診
療
報

酬
明
細
書
等
の
被
保
険
者
へ
の
開
示
に
つ

い
て
（
通
知
）」（
平
成
17
年
３
月
31
日
保

発
第
０
３
３
１
０
０
７
号
）
に
基
づ
き
行

う
こ
と
。

d

情
報
開
示

①
被
保
険
者
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
組
合

規
約
に
定
め
る
組
合
員
の
業
種
、
住
所
、

勤
務
先
の
業
態
及
び
健
康
保
険
の
適
用
除

外
承
認
手
続
き
の
確
認
を
徹
底
す
る
こ
と
。

ま
た
、
定
期
的
に
被
保
険
者
資
格
の
確

認
を
行
う
な
ど
、
適
正
な
取
扱
を
徹
底
す

る
こ
と
。

②
「
国
民
健
康
保
険
組
合
に
お
け
る
法
令

遵
守
（
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
）
体
制
の
整

備
に
つ
い
て
（
通
知
）」（
平
成
22
年
９
月

10
日
保
国
発
０
９
１
０
第
１
号
）
に
基
づ

き
、
法
例
遵
守
体
制
の
整
備
に
取
り
組
む

こ
と
。

f

国
民
健
康
保
険
組
合
に
関
す
る
重
点
事
項

７
　
事
務
処
理
の
適
正
化

a

補
助
金
申
請
事
務
等
の
適
正
化

８
　
そ
の
他

a

国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会
の
充
実

補
助
金
の
申
請
等
に
係
る
事
務
処
理
に

つ
い
て
は
、
会
計
実
地
検
査
等
に
お
い
て

多
数
の
不
適
正
な
事
務
処
理
が
判
明
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
自
主
点
検
に
よ
る
適
正

化
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
後

は
、「
国
民
健
康
保
険
関
係
国
庫
補
助
金
等

に
か
か
る
事
務
処
理
の
適
正
化
に
つ
い
て

（
通
知
）」（
平
成
９
年
９
月
29
日
保
険
発
第

１
２
４
号
）
等
関
係
通
知
を
参
考
に
し
て
、

適
正
な
事
務
処
理
の
た
め
に
必
要
な
体
制

の
整
備
を
図
る
こ
と
。

遇
を
行
う
う
え
で
極
め
て
重
要
な
役
割
を

果
た
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
、

地
域
住
民
に
対
す
る
医
療
・
健
康
に
関
す

る
相
談
部
門
を
設
置
す
る
な
ど
、
総
合
的

な
機
能
が
発
揮
で
き
る
よ
う
充
実
す
る
こ

と
。



7

１
　
審
査
の
充
実
強
化

レ
セ
プ
ト
の
審
査
支
払
事
務
に
つ
い
て

は
、
審
査
専
門
部
会
の
審
査
対
象
の
拡
大
、

事
務
点
検
期
間
及
び
審
査
委
員
会
に
お
け

る
審
査
期
間
の
延
長
な
ど
に
よ
り
事
務
共

助
の
充
実
及
び
審
査
体
制
を
拡
充
し
、
審

査
を
充
実
・
強
化
す
る
こ
と
。

ま
た
、
レ
セ
プ
ト
の
電
子
化
に
伴
い
審

査
支
払
事
務
の
効
率
化
に
努
め
る
こ
と
。

国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
に
関
す
る
事
項

２
　
保
険
者
支
援

s

医
療
費
分
析
等
の
充
実
・
活
用

医
療
費
分
析
等
に
つ
い
て
は
、
保
険
者

に
お
い
て
医
療
費
等
の
分
析
結
果
に
基
づ

く
効
果
的
な
保
健
事
業
の
実
施
を
図
る
た

め
、
疾
病
統
計
及
び
重
複
・
頻
回
受
診
者

リ
ス
ト
等
の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
そ
の

活
用
方
法
の
教
示
等
を
行
う
こ
と
。

な
お
、
疾
病
統
計
等
に
つ
い
て
は
、
保

険
者
に
と
っ
て
有
効
か
つ
必
要
な
も
の
と

な
っ
て
い
る
か
活
用
状
況
を
把
握
し
、
的

確
な
情
報
を
提
供
す
る
と
と
も
に
電
算
事

務
の
効
率
化
を
推
進
す
る
こ
と
。

a

保
険
者
事
務
共
同
電
算
処
理
事
業
等
の
充
実
・
強
化

保
険
者
事
務
共
同
電
算
処
理
事
業
及
び

第
三
者
行
為
求
償
事
務
共
同
事
業
に
つ
い

て
は
、
保
険
者
の
事
務
処
理
の
効
率
化
等

を
図
る
た
め
充
実
・
強
化
す
る
こ
と
。

レ
セ
プ
ト
点
検
調
査
の
支
援
に
つ
い
て

は
、
保
険
者
に
お
け
る
レ
セ
プ
ト
点
検
調

査
の
内
容
点
検
の
充
実
を
図
る
た
め
、
保

険
者
の
実
態
に
応
じ
た
レ
セ
プ
ト
点
検
調

査
に
係
る
研
修
及
び
内
容
点
検
を
的
確
に

行
う
た
め
の
情
報
提
供
等
積
極
的
な
支
援

を
行
う
こ
と
。

d

レ
セ
プ
ト
点
検
調
査
の
支
援

保
健
事
業
の
支
援
に
つ
い
て
は
、
特
定

健
康
診
査
・
特
定
保
健
指
導
の
円
滑
な
実

f

保
健
事
業
の
支
援

在
宅
医
療
等
の
推
進
支
援
に
つ
い
て
は
、

長
期
入
院
者
の
う
ち
、
必
ず
し
も
入
院
治

療
を
必
要
と
し
な
い
と
思
わ
れ
る
者
の
在

宅
医
療
等
の
推
進
を
図
る
た
め
、
必
要
な

各
種
情
報
の
提
供
な
ど
、
保
険
者
の
支
援

を
行
う
こ
と
。

g

在
宅
医
療
等
の
推
進
支
援

連
合
会
の
保
険
料
（
税
）
収
納
率
向
上

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
を
活
用
し
て
、
保
険
者
に

対
し
て
長
期
滞
納
・
収
納
困
難
事
案
へ
の

対
応
方
法
の
相
談
及
び
職
員
研
修
に
よ
る

職
員
の
資
質
向
上
等
収
納
率
向
上
の
た
め

の
保
険
者
支
援
を
行
う
こ
と
。

h

保
険
料
（
税
）
収
納
率
向
上
対
策
の
支
援

３
　
そ
の
他

s

個
人
情
報
保
護
の
徹
底

連
合
会
が
扱
う
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
、

個
人
情
報
保
護
法
及
び
「
国
民
健
康
保
険

団
体
連
合
会
に
お
け
る
個
人
情
報
保
護
の

適
切
な
取
扱
い
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

に
つ
い
て
」（
平
成
17
年
９
月
15
日
保
発
第

０
９
１
５
０
０
３
号
）
に
基
づ
き
個
人
情

報
保
護
を
徹
底
す
る
こ
と
。

a

審
査
支
払
事
務
の
受
託
環
境
の
整
備

審
査
コ
ス
ト
の
見
え
る
化
の
た
め
に
複

式
簿
記
の
導
入
を
検
討
す
る
な
ど
、
連
合

会
の
非
会
員
で
あ
る
保
険
者
が
連
合
会
に

審
査
支
払
の
委
託
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

環
境
整
備
を
図
る
こ
と
。

連
合
会
に
お
け
る
不
正
及
び
事
故
の
防

止
に
つ
い
て
は
、
第
１
の
７
の

（2）
に
準
じ

て
実
施
す
る
こ
と
。

d

事
務
の
改
善
等

施
を
図
る
と
と
も
に
、
保
険
者
に
お
け
る

保
健
事
業
の
推
進
を
図
る
た
め
、
健
診
結

果
デ
ー
タ
等
を
活
用
し
て
各
保
険
者
の
実

態
に
応
じ
た
効
果
的
な
保
健
事
業
の
企
画
、

評
価
、
調
査
・
研
究
な
ど
、
各
種
の
施
策

の
支
援
を
行
う
と
と
も
に
保
健
師
活
動
を

充
実
す
る
こ
と
。

ま
た
、
保
険
者
が
行
う
保
健
・
福
祉
事

業
と
の
連
携
に
配
意
し
た
保
健
事
業
の
展

開
に
対
す
る
支
援
等
に
も
配
意
す
る
こ
と
。
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平
成
24
年
２
月
24
日
（
金
）
に
、
栃
木

県
本
町
合
同
ビ
ル
９
階
国
保
連
合
会
大
会

議
室
に
お
い
て
、
平
成
23
年
度
栃
木
県
国

民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
通
常
総
会
が
開

催
さ
れ
た
。

本
通
常
総
会
で
は
、
報
告
事
項
２
件
及

び
平
成
24
年
度
に
係
る
本
会
事
業
計
画
並

び
に
一
般
・
特
別
両
会
計
の
歳
入
歳
出
予

算
を
は
じ
め
、
平
成
23
年
度
に
係
る
予
算

補
正
及
び
役
員
の
欠
員
補
充
を
含
む
議
決

事
項
23
件
が
上
程
さ
れ
、
慎
重
な
審
議
の

上
、
す
べ
て
原
案
ど
お
り
可
決
成
立
し
た
。

冒
頭
、
佐
藤
栄
一
理
事
長
（
宇
都
宮
市

長
）
は
、
最
近
の
国
保
を
取
り
巻
く
情
勢

と
し
て
、「
政
府
は
、
２
月
17
日
に
社
会
保

障
改
革
の
実
施
と
財
源
確
保
へ
消
費
税
を

段
階
的
に
10
％
に
引
き
上
げ
る
こ
と
な
ど

を
盛
り
込
ん
だ
「
社
会
保
障
と
税
の
一
体

改
革
大
綱
」
を
閣
議
決
定
し
た
と
こ
ろ
で

あ
る
。
こ
の
大
綱
の
中
で
、
国
保
制
度
改

革
と
し
て
は
、「
財
政
基
盤
強
化
策
」
と

「
財
政
運
営
の
都
道
府
県
単
位
化
」
の
２
つ

が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
今
後
、「
社
会
保

障
と
税
の
一
体
改
革
大
綱
」
に
沿
っ
て
、

平成24年度事業計画・予算等23議案を可決
平
成
23
年
度

栃
木
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
通
常
総
会

様
々
な
改
革
が
実
施
さ
れ
て
い
く
と
思
わ

れ
る
が
、
国
保
の
運
営
や
財
政
へ
の
影
響

が
あ
る
の
か
、
具
体
的
な
制
度
設
計
の
動

き
な
ど
中
央
情
勢
に
つ
い
て
注
視
し
て
参

り
た
い
。」
と
述
べ
た
。

続
い
て
、
栃
木
県
保
健
福
祉
部
国
保
医

療
課
永
井
茂
明
課
長
よ
り
、
来
賓
挨
拶
を

い
た
だ
い
た
。

さ
ら
に
、
議
長
選
出
が
行
わ
れ
、
塩
谷

町
の
手
塚
功
一
町
長
を
議
長
と
し
て
議
事

に
入
っ
た
。
本
通
常
総
会
で
提
出
さ
れ
た

議
案
に
つ
い
て
は
、
慎
重
審
議
の
上
、
い

ず
れ
も
原
案
ど
お
り
可
決
成
立
し
た
。

閉
会
に
あ
た
り
、
佐
藤
栄
一
理
事
長
は
、

議
長
へ
の
お
礼
を
述
べ
、「
こ
れ
か
ら
医
療

保
険
制
度
の
大
き
な
変
革
期
が
訪
れ
る
こ

と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
中
、
平
成
23
年

９
月
に
稼
働
し
た
、
国
保
総
合
シ
ス
テ
ム

の
安
定
稼
働
は
も
と
よ
り
、
診
療
報
酬
等

の
支
払
早
期
化
対
応
、
そ
し
て
、
六
年
に

一
度
の
診
療
報
酬
と
介
護
報
酬
の
同
時
改

訂
を
は
じ
め
、
国
保
法
等
の
一
部
改
正
に

適
正
に
対
応
し
、
保
険
者
の
皆
様
の
期
待

に
添
っ
た
事
業
を
展
開
し
て
参
り
た
い
。」

と
結
ん
だ
。
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平成24年度栃木県国民健康保険団体連合会事業計画
（1）基本方針
国民健康保険は、我が国の医療保険制度の中核的役割を担い、地域住民の医療の確保と健康の保持増進に
大きく貢献してきた。
しかしながら、医療保険制度をめぐる情勢は、急速な人口の高齢化、医療技術の高度化等により医療費は
増高し、加えて経済基調の変化に伴い、医療費の伸びと経済成長との不均衡が拡大するなど医療保険財政、
とりわけ国保財政はその構造的要因により他制度に比較して大変深刻な状況に陥っている。
こうしたことから政府・与党は、社会保障改革の実施と財源確保へ消費税率を段階的に引き上げることな
どが盛り込まれた、社会保障と税の一体改革素案を今年１月決定した。医療保険制度に関する事項では、国
保の財政基盤強化策として低所得者の保険料軽減の拡充や保険者支援制度の拡充、財政運営の都道府県単位
化及び高額療養費の見直しなどが関連法案に盛り込まれ、今年の通常国会へ提出される予定となっている。
一方、厚生労働省はレセプトのＩＴ化を推進するため、 電子レセプトで請求する保険医療機関等について
は、平成24年3月請求分より診療報酬等の支払の早期化を実施することとした。
本会としては、こうした動きに対応するために、平成23年度に導入された「国保総合システム」の円滑な運
用や、システムを活用した効率的な業務処理を推進している。
こうした状況の中、昨年12月に開催された国保制度改善強化全国大会の決議に基づき、医療保険制度の一本
化を早期に実現することや、国保制度及び高齢者医療制度の見直しにあたっては、地方自治体の意見を十分
に尊重し万全の措置を講じることなど、国に要望した。
本会としてもこのような現状を踏まえ、将来にわたり保険者の共同目的達成機関としての役割と使命を果
たすことを念頭に、国民健康保険及び後期高齢者医療、介護給付費等の審査支払業務の充実・強化をはじめ、
共同事業の効率的推進、保健事業の支援強化など、国民健康保険事業の安定運営の確保に向けて組織体制の
整備を図るとともに、保険者並びに関係機関との連携を密にして、より一層の適正な事業運営と更なる保険
者へのサービスの向上に努めるものとする。
このため、平成24年度の事業計画は、保険者に満足してもらえる国保連合会を目指していくために、「本会
中期事業計画」に基づき、次のとおり重点目標及びその取り組み方針を定め、その企画・運営・実施に当た
っては､常に保険者の満足度を高める工夫、価値ある情報の提供などに留意しながら保険者の期待に添った成
果をあげ、負託に応えるものとする。

（2）重点目標
①国民健康保険事業の安定的運営
保険者の意を体し、安定した国民健康保険事業運営に向けた事業・運動の展開
②国民健康保険・後期高齢者医療診療報酬審査支払事業の効率化等
効率的なレセプト審査体制の強化・審査精度の向上及び審査支払業務・事務代行業務の効率的推進

③共同事業の効率的推進
保険者事務共同電算処理事業の拡充及び各種共同事業の効率的推進

④実効性のある保健事業の支援強化と特定健診等データ管理業務の適正執行
総合的保健事業支援の充実、医療データの情報提供及び関係団体との連携強化及び特定健診等データ管
理業務の適正執行

⑤介護保険事業関係業務の適正執行
介護給付費審査の強化、介護サービスの質の向上

⑥新規事業への対応
保険者のニーズに応える事業への弾力的対応
⑦成果を生み出す組織体制・事務運営等の整備
総合的・効果的に事業を展開するための組織体制の整備、職員の資質の向上、事務運営等の改善
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（3）重点目標の取り組み方針
①国民健康保険事業の安定的運営

国民健康保険事業の安定的運営に向けて保険者と連携を密にし、事務の効率化、調査研究、価値ある
情報の提供に努める。
また、医療保険制度を将来にわたって持続可能で安定的な制度にするため、引き続き国保関係者が一
丸となり、国民健康保険事業の安定的運営に向けた運動を展開する。

②国民健康保険・後期高齢者医療診療報酬審査支払事業の効率化等
審査事務共助の充実強化、審査委員会への情報の提供などによる効率的なレセプト審査体制の強化を
図ることはもとより、審査事務共助支援システム（外付システム）を活用することによる審査の更なる
精度向上に努めるとともに、平成24年度以降、国保総合システムの機能である「突合審査機能」を活用
し一次審査の充実・強化を図る。
また、後期高齢者医療事務代行業務の適正化かつ効率化を図る。

③共同事業の効率的推進
保険者事務共同電算処理事業の更なる事業の拡充を図るため、国保総合システム機能を活用し、保険
者事務の効率化を図る。
また、保険財政共同安定化事業及び高額医療費共同事業の効率化、更には求償金の滞留防止や事務処
理システムの更新等により第三者行為損害賠償求償事務共同処理事業の効率化を図る。

④実効性のある保健事業の支援強化と特定健診等データ管理業務の適正執行
生涯元気で活力ある地域づくりを支援するための人材育成および本会が提供する医療データの活用を
推進する。また、栃木県保険者協議会を通じ、地域・職域保険の連携強化等により保健事業の実効性を
高めるなど、市町保健事業支援を行う。
特に、生活習慣病対策のために医療保険者に位置づけられた特定健診等の目標達成のための支援を強
化する。併せて、特定健診等のデータ管理業務の適正執行に努める。

⑤介護保険事業関係業務の適正執行
介護給付適正化事業の積極的推進による保険者の支援、介護給付費審査支払業務、障害者自立支援給
付費支払事業の充実・強化及び苦情処理担当者の連携強化、苦情・相談への対応の充実等により介護サ
ービスの質的向上を図る。

⑥新規事業への対応
本会中期事業計画に基づき、保険者のニーズに対応した事業を実施するとともに、診療報酬等の早期
支払については適正執行に努める。

⑦成果を生み出す組織体制・事務運営等の整備
保険者に満足してもらえる成果を生み出す事業を効果的に進めるため、平成24年度本会事業計画の重
点目標の取り組み方針に沿って事務局体制の整備、職員の資質の向上、事務運営の改善に努める。

【議　事】
Ⅰ　報告事項
報告第１号　理事長専決事項報告について
１　平成23年度栃木県国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特別会計（公費負担医療に関する診療報酬支払勘定）
歳入歳出予算補正について

２　平成23年度栃木県国民健康保険団体連合会一般会計歳入歳出予算補正について
３　平成23年度栃木県国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特別会計（業務勘定）歳入歳出予算補正について
４　平成23年度栃木県国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特別会計（公費負担医療に関する診療報酬支払勘定）
歳入歳出予算補正について

５　平成23年度栃木県国民健康保険団体連合会後期高齢者医療関係業務特別会計（業務勘定）歳入歳出予算補正につ
いて

６　平成23年度栃木県国民健康保険団体連合会後期高齢者医療関係業務特別会計（公費負担医療に関する診療報酬支
払勘定）歳入歳出予算補正について

７　平成23年度栃木県国民健康保険団体連合会保険財政共同安定化事業・高額医療費共同事業特別会計歳入歳出予算
補正について
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報告第２号　規則の一部改正について
１　栃木県国民健康保険団体連合会職員服務規則の一部改正について
２　栃木県国民健康保険団体連合会職員育児休業等に関する規則の一部改正について
３　栃木県国民健康保険団体連合会職員介護休業等に関する規則の一部改正について
４　栃木県国民健康保険団体連合会支部設置規則の一部改正について
５　栃木県国民健康保険団体連合会職員育児休業等に関する規則の一部改正について
６　栃木県国民健康保険団体連合会職員介護休業等に関する規則の一部改正について
７　栃木県国民健康保険団体連合会負担金及び手数料の賦課徴収規則の一部改正について
８　栃木県国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払規則の一部改正について
９　栃木県国民健康保険団体連合会介護保険者事務共同処理規則の一部改正について
10 栃木県国民健康保険団体連合会後期高齢者医療診療報酬審査支払規則の一部改正について

Ⅱ　議決事項
議案第１号　平成24年度栃木県国民健康保険団体連合会事業計画について
議案第２号　平成24年度栃木県国民健康保険団体連合会一般会計歳入歳出予算について
議案第３号　平成24年度栃木県国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特別会計歳入歳出予算について
議案第４号　平成24年度栃木県国民健康保険団体連合会後期高齢者医療関係業務特別会計歳入歳出予算について
議案第５号　平成24年度栃木県国民健康保険団体連合会保険財政共同安定化事業・高額医療費共同事業特別会計歳入歳

出予算について
議案第６号　平成24年度栃木県国民健康保険団体連合会第三者行為損害賠償求償事務共同処理事業特別会計歳入歳出予

算について
議案第７号　平成24年度栃木県国民健康保険団体連合会介護保険事業関係業務特別会計歳入歳出予算について
議案第８号　平成24年度栃木県国民健康保険団体連合会障害者自立支援事業関係業務特別会計歳入歳出予算について
議案第９号　平成24年度栃木県国民健康保険団体連合会特定健診保健指導費用決済業務特別会計歳入歳出予算について
議案第10号　平成24年度栃木県国民健康保険団体連合会国保高齢者医療制度円滑導入基金事業特別会計歳入歳出予算に

ついて
議案第11号　平成24年度栃木県国民健康保険団体連合会職員厚生資金貸付金特別会計歳入歳出予算について
議案第12号　平成24年度栃木県国民健康保険団体連合会運営資金の一時借入について
議案第13号　理事長専決事項委任について
議案第14号　平成23年度栃木県国民健康保険団体連合会一般会計歳入歳出予算補正について
議案第15号　平成23年度栃木県国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特別会計（業務勘定）歳入歳出予算補正につ

いて
議案第16号　平成23年度栃木県国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特別会計（国民健康保険診療報酬支払勘定）

歳入歳出予算補正について
議案第17号　平成23年度栃木県国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特別会計（公費負担医療に関する診療報酬支

払勘定）歳入歳出予算補正について
議案第18号　平成23年度栃木県国民健康保険団体連合会後期高齢者医療関係業務特別会計（公費負担医療に関する診療

報酬支払勘定）歳入歳出予算補正について
議案第19号　平成23年度栃木県国民健康保険団体連合会第三者行為損害賠償求償事務共同処理事業特別会計歳入歳出予

算補正について
議案第20号　平成23年度栃木県国民健康保険団体連合会介護保険事業関係業務特別会計（業務勘定）歳入歳出予算補正

について
議案第21号　平成23年度栃木県国民健康保険団体連合会介護保険事業関係業務特別会計（公費負担医療等に関する報酬

等支払勘定）歳入歳出予算補正について
議案第22号　平成23年度栃木県国民健康保険団体連合会国保高齢者医療制度円滑導入基金事業特別会計歳入歳出予算補

正について
議案第23号　栃木県国民健康保険団体連合会役員の欠員補充について

Ⅲ　その他
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　会計別
平成24年度栃木県国民健康保険団体連合会予算総括

［備考］

合　　　　　　　　計

小　　　　　　　　計

小　　　　　　　　計

小　　　　　　　　計

小　　　　　　　　計

平成24年度

対前年度比較増減額
（千円）

診
療
報
酬
審
査
支
払
特
別
会
計

診
療
報
酬
支
払
勘
定

診
療
報
酬
支
払
勘
定

支
払
勘
定

支
払
勘
定

業 

務 

特 

別 

会 

計

後
期
高
齢
者
医
療
関
係

業 

務 

特 

別 

会 

計

介
護
保
険
事
業
関
係

関
係
業
務
特
別
会
計

障
害
者
自
立
支
援
事
業

業　　　　　務　　　　　勘　　　　　定

業　　　　務　　　　勘　　　　定

業　　　　務　　　　勘　　　　定

業　　　　務　　　　勘　　　　定

後期高齢者医療診療報酬支払勘定

公費負担医療に関する診療報酬支払勘定

障 害 介 護 給 付 費 支 払 勘 定

障害児施設給付費支払勘定

区　　　　　　　　分
平成23年度
（千円） 予算

（千円）
前年度対比
（％）

一　　　　　般　　　　　会　　　　　計

区　　　　　　　　分

上記表中、（ 　）内の数字は、各会計支払勘定、保険財政共同安定化事業・高額医療費共同事業拠出金、第三者行為損害賠償求償金、介護
保険事業関係業務特別会計の主治医意見書料及び介護職員処遇改善交付金、特定健診費用決済業務、円滑導入関係諸費（事業費、特定資産
支出、借入金償還金、諸支出金、特別会計（国民健康保険診療報酬支払勘定）繰出金）を除いた数字（事務運営に要する経費）である。

国民健康保険診療報酬支払勘定

老 人 保 健 診 療 報 酬 支 払 勘 定

公費負担医療に関する診療報酬支払勘定

出産育児一時金等に関する支払勘定

保険財政共同安定化事業・高額医療費共同事業特別会計

第三者行為損害賠償求償事務共同処理事業特別会計

介 護 給 付 費 支 払 勘 定

公費負担医療等に関する報酬等支払勘定

特定健診保健指導費用決済業務特別会計

国保高齢者医療制度円滑導入基金事業特別会計

職 員 厚 生 資 金 貸 付 金 特 別 会 計

（239,961）
262,281 

（1,118,855）
1,118,855 

142,587,922
 
 3,161
 

2,715,096
 

5,211,787
 

150,517,966
 

（699,730）
699,730 

170,123,259
 

416,483
 

170,539,742
 

（10,669）
23,523,063 
（16,084）
412,371 

（183,709）
2,656,201 

101,351,945
 

887,677
 

102,239,622
 

（33,285）
33,285 

22,853,054
 

1,690,698
 

24,543,752
 

（66,232）
2,071,708 
（55,941）
2,374,652 

7,827
 

（2,424,466）
481,001,055 

（243,848）
243,855 

（1,056,926）
1,056,926 

 148,144,706
 

5,604
 

2,887,439
 

4,675,447
 

155,713,196
 

（610,538）
610,538 

175,083,307
 

433,601
 

175,516,908
 

（9,025）
24,133,107 
（15,627）
502,718 

（166,373）
872,841 

108,723,691
 

1,033,003
 

109,756,694
 

（35,577）
35,577 

22,969,639
 

1,573,543
 

24,543,182
 

（65,901）
1,926,571 
（45,921）
2,433,660 

7,659
 

（2,249,736）
497,353,432 

（3,887）
△18,426 

（△61,929）
△61,929 

5,556,784
 

2,443
 

172,343
 

△536,340
 

5,195,230
 

（△89,192）
△89,192 

4,960,048
 

17,118
 

4,977,166
 

（△1,644）
610,044 
（△457）
90,347 

（△17,336）
△1,783,360 

7,371,746
 

145,326
 

7,517,072
 

（2,292）
2,292 

116,585
 

△117,155
 

△570
 

（△331）
△145,137 
（△10,020）

59,008 

△168
 

（△174,730）
16,352,377 

（101.61）
92.97 

（94.46）
94.46 

103.89
 

177.28
 

106.34
 

89.70
 

103.45
 

（87.25）
87.25 

102.91
 

104.11
 

102.91
 

（84.59）
102.59 
（97.15）
121.90 
（90.56）
32.86 

107.27
 

116.37
 

107.35
 

（106.88）
106.88 

100.51
 

93.07
 

99.99
 

（99.50）
92.99 

（82.08）
102.48 

97.85
 

（92.79）
103.39 
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款 項 金　　　額

２　繰 入 金

３　繰 越 金

４　諸 収 入

５　借 入 金

歳 入 合 計

（歳　入） （単位：千円）
平成24年度栃木県国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特別会計（国民健康保険診療報酬支払勘定）歳入歳出予算書

１　国民健康保険
　　診療報酬受入金

１　他会計繰入金

１　繰 越 金

１　諸 収 入

１　借 入 金

１　国民健康保険
　　診療報酬受入金

145,794,070
145,794,070

2,329,861
2,329,861

20,771
20,771

3
3
1
1

148,144,706

款 項 金　　　額

２　借入金償還金

３　繰 出 金

４　予 備 費

歳 出 合 計

（歳　出） （単位：千円）

１　国民健康保険
　　診療報酬支出金

１　借入金償還金

１　繰 出 金

１　予 備 費

１　国民健康保険
　　診療報酬支出金

148,123,929
148,123,929

2
2
2
2

20,773
20,773

148,144,706

款 項 金　　　額
１　負 担 金

２　国庫支出金

３　県 支 出 金

４　中央会支出金

５　財 産 収 入

６　特定資産収入

７　特定資産運用収入

８　繰 入 金

９　繰 越 金

10　諸 収 入
歳 入 合 計

款 項 金　　　額
１　会 議 費

２　総 務 費

３　事 業 費

４　特定資産支出

５　積 立 金

６　借入金償還金

７　諸 支 出 金

８　予 備 費

歳 出 合 計

（歳　入） （歳　出）（単位：千円） （単位：千円）
平成24年度栃木県国民健康保険団体連合会一般会計歳入歳出予算書

款 項 金　　　額

１　手 数 料

３　国庫支出金

４　県 支 出 金

５　財 産 収 入

６　繰 入 金

７　繰 越 金

８　諸 収 入

歳 入 合 計

款 項 金　　　額

１　総 務 費

２　審査委員会費

４　特別審査負担金

６　積 立 金

８　予 備 費

歳 出 合 計

（歳　入） （歳　出）（単位：千円） （単位：千円）
平成24年度栃木県国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特別会計（業務勘定）歳入歳出予算書

１　負 担 金

１　国庫補助金
２　国庫交付金

１　県 補 助 金

１　中央会支出金

１　財産運用収入
２　財産売払収入

１　基金取崩収入

１　基金運用収入

１　他会計繰入金
２　積立金繰入金

１　繰 越 金

１　諸 収 入

１　会 議 費

１　総務管理費

１　事 業 費

２　国保介護従事者　　処遇改善基金事業費

１　基金繰入支出

１　積 立 金

１　借入金償還金

１　諸 支 出 金
２　償還金及び還付加算金

１　予 備 費

74,404
74,404

3
2
1
1
1
2
2

331
330

1
1
1
1
1

168,487
127,438
41,049

1
1

624
624

243,855

396
396

202,583
202,583
20,218
20,214

4

1
1

7,505
7,505

304
304

10,515
10,514

1
2,333
2,333

243,855

２　保険者事務等共
　　同電算処理事業
　　手数料及び負担金
　　並びに委託料

１　手 数 料
２　事 務 費

１　手 数 料
２　負 担 金
３　業務委託料

１　国庫補助金

１　県 補 助 金
２　委 託 金

１　財産運用収入
２　財産売払収入

１　他会計繰入金
２　積立金繰入金

１　繰 越 金

１　諸 収 入

１　審査支払管理費

１　審査委員会費

１　業務管理費

１　特別審査負担金

１　積 立 金

１　レセプト電算処理システム費

１　予 備 費

572,060
570,059

2,001
420,501
400,113

1
20,387

2
2

631
1

630
2
1
1

2,097
2,093

4
60,000
60,000
1,633
1,633

1,056,926

446,993
446,993
55,157
55,157

344,086
344,086

2,953
2,953

49,489
49,489
86,972
86,972

1
1

71,275
71,275

1,056,926

３　保険者事務等共同
　　電算処理事業費

７　レセプト電算処
　　理システム費

５　レセプト電算処理
　　  システム特別分担金 １　レセプト電算処理　　システム特別分担金
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款 項 金　　　額

１　公費負担医療受入金

２　繰 越 金

３　諸 収 入

歳 入 合 計

（歳　入） （単位：千円）
平成24年度栃木県国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特別会計（公費負担医療に関する診療報酬支払勘定）歳入歳出予算書

１　公費負担医療受入金

１　繰 越 金

１　諸 収 入

2,886,155
2,886,155

1,282
1,282

2
2

2,887,439

款 項 金　　　額

１　公費負担医療支出金

２　借入金償還金

３　繰 出 金

４　予 備 費

歳 出 合 計

（歳　出） （単位：千円）

2,886,138
2,886,138

1
1
1
1

1,299
1,299

2,887,439

款 項 金　　　額

１　手 数 料

２　　

３　国 庫 支 出 金

４　県 支 出 金

５　財 産 収 入

６　繰 入 金

７　繰 越 金

８　諸 収 入

歳 入 合 計

（歳　入） （単位：千円）
平成24年度栃木県国民健康保険団体連合会後期高齢者医療関係業務特別会計（業務勘定）歳入歳出予算書

款 項 金　　　額

１　

２　繰 越 金

３　諸 収 入

４　借 入 金

歳 入 合 計

（歳　入） （単位：千円）
平成24年度栃木県国民健康保険団体連合会後期高齢者医療関係業務特別会計（後期高齢者医療診療報酬支払勘定）歳入歳出予算書

１　手 数 料

１　業 務 委 託 料

１　国 庫 補 助 金

１　県 補 助 金

１　財産運用収入
２　財産売払収入

１　他会計繰入金
２　積立金繰入金

１　繰 越 金

１　諸 収 入

487,494
487,494
111,913
111,913

1
1
1
1
2
1
1
6
2
4

10,000
10,000
1,121
1,121

610,538

款 項 金　　　額

１　総 務 費

２　審査委員会費

３　事務代行業務費

４　特別審査負担金

５　

６　積 立 金

７　

８　予 備 費

歳 出 合 計

（歳　出） （単位：千円）

１　審査支払管理費

１　審査委員会費

１　業 務 管 理 費

１　特別審査負担金

１

１　積 立 金

１

１　予 備 費

393,766
393,766
35,054
35,054

112,179
112,179

1,661
1,661

1
1

61,683
61,683

1
1

6,193
6,193

610,538

１　

１　繰 越 金

１　諸 収 入

１　借 入 金

175,073,333
175,073,333

9,970
9,970

3
3
1
1

175,083,307

款 項 金　　　額

１　

２　借入金償還金

３　繰 出 金　

４　予 備 費

歳 出 合 計

（歳　出） （単位：千円）

１　

１　借入金償還金

１　繰 出 金

１　予 備 費

175,073,331
175,073,331

2
2
2
2

9,972
9,972

175,083,307

　　レセプト電算処理
　　システム特別分担金 　　レセプト電算処理

　　システム特別分担金

　　レセプト電算
　　処理システム費 　　レセプト電算

　　処理システム費

後期高齢者医療
事務代行業務委託料

後期高齢者医療
診療報酬受入金 後期高齢者医療

診療報酬受入金

後期高齢者医療
診療報酬支出金 後期高齢者医療

診療報酬支出金

１　公費負担医療支出金

１　借入金償還金

１　繰 出 金

１　予 備 費

款 項 金　　　額

２　繰 越 金

３　諸 収 入

歳 入 合 計

（歳　入） （単位：千円）
平成24年度栃木県国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特別会計（老人保健診療報酬支払勘定）歳入歳出予算書

１　繰 越 金

１　諸 収 入

0
0

5,604
5,604

0
0

5,604

１　老人保健診療
　　報酬受入金 １　老人保健診療

　　報酬受入金

款 項 金　　　額

２　借入金償還金

３　繰 出 金

４　予 備 費

歳 出 合 計

（歳　出） （単位：千円）

１　借入金償還金

１　繰 出 金

１　予 備 費

0
0
0
0

5,604
5,604

0
0

5,604

１　老人保健診療
　　報酬支出金 １　老人保健診療

　　報酬支出金

款 項 金　　　額

２　県 支 出 金

３　繰 越 金

４　諸 収 入

５　借 入 金

歳 入 合 計

（歳　入） （単位：千円）
平成24年度栃木県国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特別会計（出産育児一時金等に関する支払勘定）歳入歳出予算書

１　出産育児一時金等
　　受 入 金

１　県  補  助  金

１　繰 越 金

１　諸 収 入

１　借 入 金

１　出産育児一時金等受入金
4,675,441
4,675,441

1
1
1
1
3
3
1
1

4,675,447

款 項 金　　　額

２　借入金償還金

３　予 備 費

歳 出 合 計

（歳　出） （単位：千円）

１　出産育児一時金等
　　支 出 金

１　借入金償還金

１　予 備 費

１　出産育児一時金等支出金
4,675,440
4,675,440

2
2
5
5

4,675,447
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款 項 金　　　額

１　公費負担医療受入金

２　繰 越 金

３　諸 収 入

歳 入 合 計

（歳　入） （単位：千円）
平成24年度栃木県国民健康保険団体連合会後期高齢者医療関係業務特別会計（公費負担医療に関する診療報酬支払勘定）歳入歳出予算書

１　公費負担医療受入金

１　繰 越 金

１　諸 収 入

款 項 金　　　額

１　公費負担医療支出金

２　借入金償還金

３　繰 出 金

４　予 備 費

歳 出 合 計

（歳　出） （単位：千円）

１　公費負担医療支出金

１　借入金償還金

１　繰　　出　　金

１　予 備 費

432,599
432,599

1,000
1,000

2
2

433,601

432,586
432,586

1
1
1
1

1,013
1,013

433,601

款 項 金　　　額

１　求償額受入金

２　共同事業拠出金及び手数料

３　国 庫 支 出 金

４　県 支 出 金

５　繰 入 金

６　繰 越 金

７　諸 収 入

歳 入 合 計

（歳　入） （単位：千円）
平成24年度栃木県国民健康保険団体連合会第三者行為損害賠償求償事務共同処理事業特別会計歳入歳出予算書

１　求償額受入金

１　共同事業拠出金及び手数料

１　国 庫 補 助 金

１　県 補 助 金

１　他会計繰入金

１　繰 越 金

１　諸 収 入

款 項 金　　　額

１　総 務 費

２　求償額支出金

３　借入金償還金

４　予 備 費

歳 出 合 計

（歳　出） （単位：千円）

１　総 務 管 理 費

１　求償額支出金

１　借入金償還金

１　予 備 費

款 項 金　　　額

１　共同事業事務費拠出金

２　共同事業拠出金

３　国 庫 支 出 金

４　県 支 出 金

６　繰 入 金

７　繰 越 金

８　諸 収 入

歳 入 合 計

（歳　入） （単位：千円）
平成24年度栃木県国民健康保険団体連合会保険財政共同安定化事業・高額医療費共同事業特別会計歳入歳出予算書

１　共同事業事務費拠出金

１　共同事業拠出金

１　国 庫 補 助 金

１　県 補 助 金

１　他会計繰入金

１　繰 越 金

１　諸 収 入

１　超高額医療費
　　共同事業交付金

款 項 金　　　額

１　総 務 費

２　交付金支出金

４　借入金償還金

５　積 立 金

６　予 備 費

歳 出 合 計

（歳　出） （単位：千円）

１　総 務 管 理 費

１　交付金支出金

１　借入金償還金

１　積 立 金

１　予 備 費

１　超高額医療費
　　共同事業拠出金

５　超高額医療費
　　共同事業交付金

３　超高額医療費
　　共同事業拠出金

487,091
487,091
11,121
11,121

1
1
1
1
1
1

4,500
4,500

3
3

502,718

12,026
12,026

487,091
487,091

1
1

3,600
3,600

502,718

7,901
7,901

24,028,452
24,028,452

95,630
95,630

2
2

559
559
563
563

24,133,107

5,182
5,182

24,028,452
24,028,452

28,522
28,522

1
1

66,915
66,915

2
2

4,000
4,000

33
33

24,133,107

款 項 金　　　額

１　手 数 料

２　国 庫 支 出 金

３　県 支 出 金

４　中央会支出金

５　負 担 金

６　主治医意見書料受入金
７　介護職員処遇改善
　　交 付 金 受 入 金

８　財 産 収 入

９　繰 入 金

10　繰 越 金

11　諸 収 入

12　借 入 金
歳 入 合 計

（歳　入） （単位：千円）
平成24年度栃木県国民健康保険団体連合会介護保険事業関係業務特別会計（業務勘定）歳入歳出予算書

１　手 数 料

１　国 庫 補 助 金

１　県 補 助 金
２　県　委　託　料

１　中央会支出金

１　負 担 金

１　主治医意見書料受入金

１　介護職員処遇改善交付金受入金

１　積立金運用収入
２　物品売払収入

１　一般会計繰入金
２　積立金繰入金
３　他会計繰入金

１　繰 越 金

１　諸 収 入

１　借 入 金

款 項 金　　　額

１　総 務 費

２　審査委員会費

４　国保中央会負担金

５　主治医意見書料支出金

６　介護職員処遇改善
　　交 付 金 支 出 金

７　積 立 金

８　借入金償還金

９　諸 支 出 金

10　予 備 費

歳 出 合 計

（歳　出） （単位：千円）

１　審査支払管理費
２　介護サービス苦情処理管理費

１　審査委員会費

１　介護サービス苦情処理委員費

１　国保中央会負担金

１　主治医意見書料支出金

１　介護職員処遇改善交付金支出金

１　積 立 金

１　借入金償還金

１　諸 支 出 金
２　償還金及び還付加算金

１　予 備 費

３　介護サービス苦
　　情処理委員費

140,370
140,370

1
1

1,321
1

1,320
2
2

4,236
4,236

350,976
350,976
355,493
355,493

55
54
1

75
1
3

71
20,000
20,000

311
311

1
1

872,841

120,280
119,256

1,024
1,333
1,333
6,174
6,174

18,395
18,395

350,976
350,976
355,492
355,492

5,001
5,001

3
3
5
4
1

15,182
15,182

872,841
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款 項 金　　　額
１　公費負担医療等受入金

２　繰 越 金

３　諸 収 入

４　借　　入　　金

歳 入 合 計

（歳　入） （単位：千円）
平成24年度栃木県国民健康保険団体連合会介護保険事業関係業務特別会計（公費負担医療等に関する報酬等支払勘定）歳入歳出予算書

１　公費負担医療等受入金

１　繰 越 金

１　諸 収 入

１　借　　入　　金

款 項 金　　　額

１　公費負担医療等支出金

２　借入金償還金

３　繰　　出　　金

４　予 備 費

歳 出 合 計

（歳　出） （単位：千円）

１　公費負担医療等支出金

１　借入金償還金

１　繰　　出　　金

１　予 備 費

1,032,911
1,032,911

3
3

71
71
18
18

1,033,003

1,032,925
1,032,925

74
74
3
3
1
1

1,033,003

平成24年度栃木県国民健康保険団体連合会障害者自立支援事業関係業務特別会計（業務勘定）歳入歳出予算書

歳 入 合 計

款 項 金　　　額

１　手 数 料

２　国保中央会出資金

３　負 担 金

４　繰 入 金

５　繰 越 金

６　諸 収 入

（歳　入） （単位：千円）

１　給付費等支払手数料
２　電子証明書発行手数料受入金

１　国保中央会交付金

１　負 担 金

１　一般会計繰入金
２　積立金繰入金

１　繰 越 金

１　諸 収 入
歳 出 合 計

款 項 金　　　額

１　総 務 費

２　国保中央会負担金

３　積 立 金

４　借入金償還金

５　諸 支 出 金

６　予 備 費

（歳　出） （単位：千円）

１　支 払 管 理 費
２　電子証明書発行手数料支出金

１　国保中央会負担金

１　積 立 金

１　借入金償還金

１　諸 支 出 金
２　償還金及び還付加算金

１　予 備 費

款 項 金　　　額

２　繰 越 金

３　諸 収 入

４　借 入 金

歳 入 合 計

（歳　入） （単位：千円）
平成24年度栃木県国民健康保険団体連合会障害者自立支援事業関係業務特別会計（障害介護給付費支払勘定）歳入歳出予算書

１　繰 越 金

１　諸 収 入

１　借 入 金

款 項 金　　　額

２　借入金償還金

３　予 備 費

歳 出 合 計

（歳　出） （単位：千円）

１　借入金償還金

１　予 備 費

１　障害介護給付費
　　受 入 金

１　障害介護給付費
　　支 出 金１　障害介護給付費受入金 １　障害介護給付費支出金

款 項 金　　　額

２　繰 越 金

３　諸 収 入

４　借 入 金

歳 入 合 計

（歳　入） （単位：千円）
平成24年度栃木県国民健康保険団体連合会障害者自立支援事業関係業務特別会計（障害児施設給付費支払勘定）歳入歳出予算書

１　繰 越 金

１　諸 収 入

１　借 入 金

款 項 金　　　額

２　借入金償還金

３　予 備 費

歳 出 合 計

（歳　出） （単位：千円）

１　障害児施設給付費支出金

１　借入金償還金

１　予 備 費

１　障 害 児 施 設
　　給付費受入金

１　障 害 児 施 設
　　給付費支出金１　障害児施設給付費受入金

款 項 金　　　額
１　介護給付費受入金

２　繰 越 金

３　諸 収 入

４　借 入 金

歳 入 合 計

（歳　入） （単位：千円）
平成24年度栃木県国民健康保険団体連合会介護保険事業関係業務特別会計（介護給付費支払勘定）歳入歳出予算書

１　介護給付費受入金

１　繰 越 金

１　諸 収 入

１　借 入 金

款 項 金　　　額
１　介護給付費支出金

２　借入金償還金

３　繰 出 金

４　予 備 費

歳 出 合 計

（歳　出） （単位：千円）

１　介護給付費支出金

１　借入金償還金

１　繰 出 金

１　予 備 費

32,940
31,265
1,675

592
592

2
2
2
1
1

2,000
2,000

41
41

35,577

17,634
15,959
1,675
7,650
7,650
6,525
6,525

3
3
2
1
1

3,763
3,763

35,577

22,969,615
22,969,615

21
21
2
2
1
1

22,969,639

22,969,612
22,969,612

3
3

24
24

22,969,639

1,573,539
1,573,539

1
1
2
2
1
1

1,573,543

1,573,536
1,573,536

3
3
4
4

1,573,543

108,723,045
108,723,045

642
642

3
3
1
1

108,723,691

108,723,042
108,723,042

3
3
1
1

645
645

108,723,691
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款 項 金　　　額

１　費用決済業務受入金

２　費用決済業務
　  拠出金及び手数料

３　国 庫 支 出 金

４　県 支 出 金

５　繰 入 金

６　繰 越 金

７　諸 収 入

歳 入 合 計

（歳　入） （単位：千円）
平成24年度栃木県国民健康保険団体連合会特定健診保健指導費用決済業務特別会計歳入歳出予算書

１　費用決済業務受入金

１　費用決済業務
　　拠出金及び手数料

１　国庫補助金

１　県 補 助 金

１　他会計繰入金

１　繰 越 金

１　諸 収 入

款 項 金　　　額

１　特定健診保健指導費

２　費用決済業務支出金

３　積 立 金

４　借入金償還金

５　予 備 費

歳 出 合 計

（歳　出） （単位：千円）

１　業 務 管 理 費

１　費用決済業務支出金

１　積 立 金

１　借入金償還金

１　予 備 費

款 項 金　　　額

１　積立金運用金

２　貸付金償還金

３　繰 越 金

４　諸 収 入

歳 入 合 計

（歳　入） （単位：千円）
平成24年度栃木県国民健康保険団体連合会職員厚生資金貸付金特別会計歳入歳出予算書

１　積立金運用金

１　貸付金償還金

１　繰 越 金

１　諸 収 入

款 項 金　　　額

１　貸 付 金

２　運用金返還金

３　予 備 費

歳 出 合 計

（歳　出） （単位：千円）

１　貸 付 金

１　返 還 金

１　予 備 費

歳 入 合 計

１　国 庫 支 出 金

２　特定資産収入

３　預託金取崩収入

４　特定資産運用収入

５　借 入 金

６　諸 収 入

７　繰 越 金

１　国 庫 交 付 金

１　基金取崩収入

１　預託金取崩収入

１　基金運用収入

１　借 入 金

１　諸 収 入

１　繰 越 金

款 項 金　　　額
（歳　入） （単位：千円）
平成24年度栃木県国民健康保険団体連合会国保高齢者医療制度円滑導入基金事業特別会計歳入歳出予算書

款 項 金　　　額
１　総 務 費

２　事 業 費

３　特定資産支出

４　借入金償還金

５　諸 支 出 金

６　繰 出 金

７　予 備 費

歳 出 合 計

（歳　出） （単位：千円）

１　総 務 管 理 費

１　基 金 事 業 費

１　基金繰入支出

１　借入金償還金

１　諸 支 出 金

１　他会計繰出金

１　予 備 費

1,860,669
1,860,669

65,818
65,818

1
1
1
1
1
1
1
1

80
80

1,926,571

51,904
51,904

1,860,670
1,860,670

11,225
11,225

9
9

2,763
2,763

1,926,571

1
1

948
948

6,709
6,709

1
1

7,659

6,000
6,000

241
241

1,418
1,418

7,659

42,438
42,438
55,783
55,783

2
2
2
2
1
1

2,331,951
2,331,951

3,483
3,483

2,433,660

2
2
1
1

2,400,472
2,400,472

2
2
1
1

29,182
29,182
4,000
4,000

2,433,660
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岩
舟
町
は
栃
木
県
南
部
に
位
置
し
、
町

の
北
部
は
足
尾
山
地
に
連
な
る
丘
陵
部
で

三
杉
川
沿
い
に
平
野
部
が
開
け
て
い
ま
す
。

中
・
南
部
は
平
坦
地
が
広
が
り
、
関
東
平

野
の
一
角
を
な
し
て
い
ま
す
。

町
の
西
部
を
南
北
に
東
北
自
動
車
道
が

走
り
、
街
の
ほ
ぼ
中
央
を
国
道
50
号
が
東

西
に
走
り
ま
す
。
鉄
道
は
東
武
日
光
線
静

和
駅
と
Ｊ
Ｒ
両
毛
線
岩
舟
駅
が
あ
り
ま
す
。

町
名
の
由
来
と
も
な
り
、「
関
東
の
高
野

山
」
と
呼
ば
れ
る
「
岩
船
山
」
が
町
の
ほ

ぼ
中
央
に
そ
び
え
、
南
西
部
に
は
「
下
野

の
　
み
か
も
の
山
の
　
小
楢
の
す
　
ま
ぐ

は
し
児
ろ
は
　
誰
が
笥
か
持
た
む
」
と
万

葉
集
東
歌
に
詠
ま
れ
た
「
三
毳
山
」
が
あ

る
、
人
口
約
二
万
人
の
自
然
豊
か
な
町
で

す
。岩

舟
町
は
、”こ
こ
に
生
き
る

“文
化
の
ふ

る
さ
と
「
い
わ
ふ
ね
」
―
ゆ
と
り
と
緑
と

ゆ
め
の
あ
る
ま
ち
―
を
め
ざ
し
た
ま
ち
づ

く
り
を
進
め
て
い
ま
す
。
米
麦
を
中
心
と

し
た
農
業
が
盛
ん
で
す
が
、
近
年
は
ぶ
ど

う
や
苺
、
梨
等
の
果
樹
の
栽
培
が
盛
ん
に

な
っ
て
い
ま
す
。
特
に
巨
峰
は
栃
木
県
一

の
生
産
量
を
誇
り
ま
す
。

ま
た
、
岩
船
山
は
、
か
つ
て
は
地
場
産

業
「
岩
舟
石
」
の
産
地
で
も
あ
り
ま
し
た

が
、
今
は
断
崖
を
利
用
し
た
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

の
野
外
コ
ン
サ
ー
ト
の
会
場
と
し
て
、
そ

し
て
、
採
石
場
跡
地
は
映
画
や
テ
レ
ビ
の

ロ
ケ
地
と
し
て
新
た
な
利
用
が
図
ら
れ
て

い
ま
す
。

三
毳
山
に
は
160
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
「
み
か

も
山
公
園
」
が
あ
り
、
四
季
を
通
し
て
首

都
圏
か
ら
多
く
の
観
光
客
が
訪
れ
自
然
に

親
し
ん
で
い
ま
す
。
公
園
に
は
「
と
ち
ぎ

花
セ
ン
タ
ー
」「
観
光
農
園
い
わ
ふ
ね
」
が

隣
接
し
て
お
り
観
光
や
産
業
振
興
の
拠
点

と
な
っ
て
い
ま
す
。

さ
て
、
本
町
の
国
保
運
営
協
議
会
長
で

あ
る
渡
邊
仁
一
氏
は
、
平
成
五
年
に
町
議

会
議
員
に
当
選
さ
れ
て
以
来
、
町
議
と
し

て
現
在
五
期
目
と
な
り
ま
す
。
そ
の
間
に

町
議
会
議
長
、
総
務
常
任
委
員
長
、
教
育

産
業
常
任
委
員
長
な
ど
を
歴
任
さ
れ
、

様
々
な
分
野
で
活
躍
を
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

国
保
運
営
協
議
会
長
に
は
、
平
成
23
年
９

月
よ
り
就
任
さ
れ
ま
し
た
。

国
民
健
康
保
険
を
取
り
巻
く
環
境
は
大

変
厳
し
い
状
況
で
あ
り
ま
す
が
、
幅
広
い

経
験
と
知
識
を
生
か
し
、
町
民
が
健
康
で

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
よ
う
、
国
民
健
康
保

険
制
度
の
健
全
な
運
営
確
保
と
予
防
事
業

の
推
進
の
た
め
に
ご
活
躍
い
た
だ
け
る
こ

と
を
ご
期
待
し
て
お
り
ま
す
。

国保運協会長プロフィール

岩舟町
渡　邊　仁　一

会
長
の一言

健全な運営確保と予防事業の推進
　小さな保険者にとって、国民健康保険の健全な運営を
確保することは大変な時代になってきています。
　いつでもどこでも将来にわたって安心して医療が継続
的に受けられるように、公的医療制度の一本化と、住民の
健康を守るため、各種検診の受診率の向上、予防事業に
ついて積極的に取り組みたい。
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私
は
、
20
代
か
ら
40
代
の
頃
、
自
分
の

健
康
に
つ
い
て
は
、
自
信
が
あ
っ
た
。
親

た
ち
は
、
地
元
に
帰
っ
て
と
願
い
、
就
職

し
て
４
年
後
、
妻
と
出
会
い
二
人
の
女
の

子
を
授
か
っ
た
。
妻
の
弁
当
作
り
は
、
子

供
が
成
長
し
、
幼
稚
園
に
入
り
、
回
り
の

親
た
ち
が
競
う
よ
う
に
作
っ
た
の
が
始
ま

り
で
、
こ
れ
が
き
っ
か
け
で
私
の
方
も
つ

い
で
に
と
。
そ
の
頃
の
私
は
、
消
防
の
関

係
課
へ
異
動
し
、
毎
日
が
忙
し
か
っ
た
。

そ
の
時
、
私
を
支
え
て
く
れ
た
の
が
妻

の
作
っ
た
弁
当
だ
っ
た
。
中
身
は
、
子
供

の
お
裾
分
け
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、

そ
の
弁
当
が
私
の
健
康
に
導
い
て
く
れ
た

も
の
と
固
く
信
じ
て
い
る
。
娘
た
ち
は
就

職
を
し
て
巣
立
っ
た
ま
ま
で
あ
る
。
た
ま

に
家
に
帰
っ
て
は
、
私
た
ち
を
和
ま
せ
て

く
れ
る
。
元
に
戻
り
ま
す
が
、
妻
の
弁
当

づ
く
り
は
、
私
の
現
役
が
続
く
限
り
、
何

よ
り
、
感
謝
・
感
激
で
あ
る
。

次
に
私
の
一
つ
目
の
趣
味
に
つ
い
て
語

っ
て
み
た
い
。
私
の
年
代
は
、
子
ど
も
の

頃
に
遊
ん
だ
野
山
や
小
川
の
記
憶
が
な
つ

か
し
く
、
原
点
は
、
そ
こ
で
、
今
で
も
山

で
の
山
菜
採
り
や
川
で
の
釣
り
を
し
て
い

る
。
釣
り
は
、
大
人
に
な
る
に
つ
れ
、
魚

の
種
類
ご
と
に
釣
り
方
、
狙
い
の
時
期
が

あ
り
、
奥
深
さ
は
あ
る
ら
し
い
。
で
も
そ

の
頃
覚
え
た
楽
し
さ
、
感
激
は
忘
れ
て
は

い
な
い
。
今
も
釣
り
を
す
る
が
続
け
て
行

き
た
い
と
思
う
。

二
つ
目
の
趣
味
は
、
山
菜
や
キ
ノ
コ
採

り
…
…
。
今
か
ら
10
年
く
ら
い
前
、
職
場

の
先
輩
に
連
れ
ら
れ
て
、
東
北
の
地
へ
行

っ
た
。
お
目
当
て
は
、
栃
木
で
は
よ
く
食

べ
る
キ
ノ
コ
「
チ
タ
ケ
」、
全
国
的
に
は
、

乳
茸
、
折
っ
た
と
き
に
乳
白
色
の
汁
が
で

る
か
ら
だ
そ
う
だ
。
昔
は
、
栃
木
県
内
の

平
地
林
で
も
採
れ
た
が
、
今
は
、
生
活
様

式
が
変
わ
り
、
山
を
管
理
人
が
居
な
く
な

り
山
林
が
荒
廃
し
た
せ
い
で
、
そ
の
キ
ノ

コ
菌
が
育
た
な
く
な
り
、
こ
の
当
た
り
で

は
採
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
ん
な

訳
で
、
県
内
の
人
は
、
そ
の
キ
ノ
コ
を
求

め
て
東
北
へ
行
く
よ
う
に
な
っ
た
。
最
初

の
デ
ビ
ュ
ー
で
は
、
籠
の
半
分
の
収
穫
で
、

十
分
、
満
足
を
し
た
。
こ
れ
が
私
を
病
み

つ
き
と
し
て
し
ま
っ
た
。

昨
年
は
、
３
月
に
東
日
本
大
震
災
に
よ
る

津
波
、
福
島
原
発
の
放
射
能
飛
散
に
よ
る
２

次
災
害
に
も
ろ
く
も
私
の
趣
味
は
奪
わ
れ

た
。
そ
れ
か
ら
１
年
を
過
ぎ
た
が
、
多
く
の

犠
牲
者
の
消
息
と
放
射
能
に
侵
さ
れ
た
土

地
・
農
産
物
は
、
復
旧
に
目
途
が
た
っ
て
い

な
い
。
特
に
目
に
見
え
な
い
放
射
線
量
は
問

題
で
深
刻
だ
。
せ
め
て
、
自
分
の
健
康
は
、

自
分
で
保
ち
た
い
も
の
で
あ
る
。

下野市市民生活部市民課

課長 古 川 誠

健
康
の
源
は
、愛
妻
弁
当・趣
味

　
　
　
　
　

  

そ
し
て
思
う
こ
と

私の趣味と
健康法
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市 貝 町第97回

 　　突撃ルポ 保険者みてある
記

　突撃ルポ 保険者みてある
記

第97回
市貝町

〜 

恵
ま
れ
た
自
然
を

恵
ま
れ
た
自
然
を

　
　

活
か
し
た
ま
ち
づ
く
り

　
　

活
か
し
た
ま
ち
づ
く
り 

〜

〜 

恵
ま
れ
た
自
然
を

　
　

活
か
し
た
ま
ち
づ
く
り 

〜

市貝町

宇都宮市

市
貝
町
は
、
県
都
宇
都
宮
市
か
ら
東
へ

約
24
㎞
に
位
置
し
、
東
は
茂
木
町
、
西
は

芳
賀
町
、
南
は
真
岡
市
、
益
子
町
、
北
は

那
須
鳥
山
市
に
接
し
、
面
積
は
６
４
・
２

４
k㎡
、
人
口
は
約
１
２，

３
０
０
人
と
な

っ
て
い
ま
す
。

町
北
東
部
は
八
溝
山
系
か
ら
続
く
標
高

２
０
０
ｍ
以
下
の
丘
陵
地
と
な
っ
て
お
り
、

一
級
河
川
小
貝
川
が
町
を
北
か
ら
南
に
貫

流
し
、
南
部
か
ら
西
部
に
か
け
て
は
平
坦

地
が
開
け
て
い
ま
す
。

北
部
地
域
は
世
界
有
数
の
サ
シ
バ
の
繁

殖
地
帯
と
言
わ
れ
、「
サ
シ
バ
の
里
」
を
地

域
ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
ま
ち
づ
く
り
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。

市
貝
町
の
沿
革
は
、
北
部
の
小
貝
村
と

南
部
の
市
羽
村
が
昭
和
29
年
に
合
併
し
て

市
貝
村
と
な
り
、
昭
和
47
年
に
市
貝
町
と

し
て
町
制
を
施
行
し
、
今
年
で
町
制
40
周

年
を
迎
え
ま
し
た
。

豊
富
で
良
質
な
水
や
肥
沃
な
大
地
、
恵

ま
れ
た
気
候
な
ど
の
条
件
を
活
か
し
、
稲

作
を
は
じ
め
野
菜
や
果
樹
、
畜
産
が
盛
ん

な
農
業
を
基
幹
産
業
と
し
て
発
展
し
て
い

ま
す
。　 　項　　目

総人口 12,334人

総世帯数 4,128世帯

国保加入世帯者数 1,815世帯

国保被保険者数 3,550人

国保被保険者加入率 28.78%

被保険者の加入状況

（平成24年4月1日現在）
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る
と
、
２
３
６，

３
８
９
円
と
な
っ
て
い

ま
す
。（
参
考
平
成
21
年
度
県
内
市
町
平
均

２
５
５，
７
４
８
円
）

県
内
市
町
平
均
を
下
回
っ
て
は
い
ま
す

が
、
加
速
化
す
る
高
齢
化
や
医
療
費
の
増

大
な
ど
に
よ
り
、
国
保
財
政
の
運
営
は
よ

り
厳
し
く
な
っ
て
い
く
も
の
と
認
識
し
て

い
ま
す
。

特
定
健
診
の
受
診
率
向
上

市
貝
町
の
特
定
健
診
の
受
診
率
は
、
平

成
21
年
度
速
報
値
で
37
・
８
％
と
な
っ
て

い
ま
す
。（
参
考
平
成
21
年
度
県
内
市
町
平

均
27
・
９
％
）

特
定
健
診
の
受
診
率
向
上
は
、
生
活
習

慣
病
の
予
防
、
改
善
と
重
症
化
防
止
に
つ

な
が
り
、
ひ
い
て
は
医
療
費
適
正
化
に
も

つ
な
が
る
こ
と
か
ら
、
受
診
率
の
目
標
を

65
％
と
し
て
、
広
報
等
で
受
診
勧
奨
を
行

っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
今
年
度
よ
り
女
性
専
用
の
検
診

日
を
設
け
、
よ
り
受
診
し
や
す
い
体
制
を

整
え
て
い
ま
す
。

税
務
課

税
務
課
に
は
管
理
徴
収
係
と
町
税
係
の

２
係
が
あ
り
、
課
長
を
含
め
職
員
９
名
が

在
籍
し
て
い
ま
す
。

国
保
税
の
収
納
状
況

平
成
23
年
度
の
国
保
税
の
収
納
実
績
は
、

現
年
度
分
が
89
・
00
％
滞
納
繰
越
分
が

10
・
79
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。（
平
成
24
年

３
月
31
日
現
在
）

平
成
23
年
度
は
東
日
本
大
震
災
の
影
響

が
懸
念
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。

な
お
、
平
成
22
年
度
の
国
保
税
の
収
納

実
績
は
、
現
年
度
分
が
90
・
65
％
滞
納
繰

越
分
が
13
・
83
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。（
平

成
23
年
５
月
31
日
現
在
）

国
保
税
の
収
納
率
向
上
へ
の
取
り
組
み

国
保
税
の
収
納
率
向
上
へ
向
け
て
は
、

次
の
よ
う
な
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。

―
早
め
の
催
告
―

未
納
者
に
対
し
、
督
促
状
を
送
付
し
て

も
納
付
さ
れ
な
い
場
合
は
、
早
め
の
催
告

を
行
っ
て
い
ま
す
。

催
告
に
も
納
付
が
確
認
さ
れ
ず
、
支
払

う
意
思
が
な
い
未
納
者
に
対
し
て
は
財
産

調
査
（
預
貯
金
・
生
命
保
険
・
不
動
産
・

給
与
等
）
を
行
い
、
早
期
に
滞
納
処
分
に

着
手
し
て
、
新
規
滞
納
者
を
増
加
さ
せ
な

い
よ
う
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

ま
た
、
確
定
申
告
の
際
の
国
税
還
付
金

の
差
し
押
さ
え
も
実
施
し
て
い
ま
す
。

―
毎
週
木
曜
日
の
窓
口
延
長
―

開
庁
時
間
に
役
場
に
来
ら
れ
な
い
方
の

た
め
に
、
毎
週
木
曜
日
に
午
後
７
時
ま
で

窓
口
を
延
長
し
て
い
ま
す
。
各
種
諸
証
明

の
発
行
・
納
税
・
納
付
相
談
を
実
施
し
て

い
ま
す
。

―
コ
ン
ビ
ニ
収
納
の
実
施
―

納
税
者
の
利
便
性
を
考
慮
し
、
収
納
率

町
民
く
ら
し
課
　

国
保
年
金
係

町
民
く
ら
し
課
に
は
、
戸
籍
住
民
係
、

国
保
年
金
係
、
生
活
環
境
係
の
３
つ
の
係

が
あ
り
ま
す
。

国
保
年
金
係
に
は
、
課
長
以
下
、
職
員

４
名
と
嘱
託
職
員
１
名
が
在
籍
し
て
お
り
、

国
民
健
康
保
険
に
関
す
る
業
務
（
資
格
得

喪
、
被
保
険
者
証
発
行
、
保
険
給
付
等
）、

特
定
健
康
診
査
に
関
す
る
業
務
、
レ
セ
プ

ト
点
検
に
関
す
る
業
務
な
ど
を
行
な
っ
て

い
ま
す
。

国
保
財
政
を
取
り
巻
く
状
況

市
貝
町
の
平
成
21
年
度
一
人
当
た
り
療

養
諸
費
費
用
額
（
一
般
・
退
職
計
）
を
み
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向
上
を
図
る
た
め
、
平
成
22
年
度
か
ら
コ

ン
ビ
ニ
で
の
納
付
が
で
き
る
よ
う
に
し
て

い
ま
す
。

―
他
課
と
の
協
働
―

国
保
税
の
収
納
率
向
上
を
図
る
た
め
、

町
民
く
ら
し
課
　
国
保
年
金
係
に
「
徴
税

吏
員
証
」
を
交
付
し
て
い
ま
す
。
滞
納
者

に
は
短
期
被
保
険
者
証
・
資
格
証
明
書
を

交
付
し
て
い
ま
す
が
、
滞
納
者
が
来
庁
し

た
際
に
は
連
携
し
て
納
付
を
促
す
こ
と
と

し
て
お
り
、
国
保
税
の
徴
収
強
化
を
図
っ

て
い
ま
す
。

今
後
の
取
り
組
み

今
後
は
、
新
規
未
納
者
を
増
加
さ
せ
な

い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
早
期
に
臨
宅
訪

問
・
納
付
相
談
を
実
施
し
た
り
、
差
し
押

さ
え
物
件
の
公
売
等
を
実
施
し
た
り
し
て
、

さ
ら
な
る
収
納
率
向
上
へ
向
け
て
取
り
組

ん
で
い
き
ま
す
。

健
康
福
祉
課

健
康
づ
く
り
係

健
康
福
祉
課
に
は
、
健
康
づ
く
り
係
、

福
祉
係
、
高
齢
介
護
係
の
３
つ
の
係
が
あ

り
ま
す
。

健
康
づ
く
り
係
に
は
、
職
員
６
名
、
嘱

託
職
員
１
名
（
看
護
師
）
が
在
籍
し
て
お

り
、
町
民
の
健
康
づ
く
り
を
推
進
し
て
い

ま
す
。

健
康
診
査
や
健
康
相
談
、
健
康
教
室
な

ど
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

特
定
健
診
・
特
定
保
健
指
導
（
事
後
指
導
）

特
定
健
診
に
つ
い
て
、
平
成
24
年
度
は
、

地
区
別
の
日
程
で
年
13
回
実
施
し
ま
す
。

（
平
成
23
年
度
と
比
較
し
て
１
回
増
）
受
診

し
や
す
い
よ
う
に
年
13
回
の
日
程
の
う
ち
、

日
曜
日
を
３
日
間
設
定
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、
送
迎
車
が
利
用
で
き
る
日
を
６
日
間

設
定
し
て
い
ま
す
。

特
定
保
健
指
導
に
つ
い
て
は
、
対
象
者

に
対
し
て
、
町
民
く
ら
し
課
国
保
年
金
係

か
ら
通
知
を
行
い
、
個
別
に
面
接
指
導
を

行
っ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
指
導
が
必
要
な
対
象
者
に
つ

い
て
は
、
糖
尿
病
教
室
な
ど
に
つ
な
げ
て

い
ま
す
。

―
健
康
ア
ッ
プ
教
室
―

特
定
健
診
等
受
診
者
の
中
で
肥
満
者
で

あ
り
、
血
圧
・
脂
質
・
血
糖
が
要
指
導
以

上
の
方
を
対
象
に
、
健
康
運
動
指
導
士
に

よ
る
運
動
の
実
技
・
栄
養
教
室
な
ど
を
行

う
こ
と
に
よ
り
生
活
習
慣
の
改
善
を
支
援

し
て
い
ま
す
。

―
糖
尿
病
教
室
―

糖
尿
病
に
焦
点
を
絞
り
、
特
定
健
診
等

で
血
糖
値
が
高
め
と
言
わ
れ
た
方
や
糖
尿

病
で
治
療
中
の
方
を
対
象
に
、
参
加
者
同

士
で
の
情
報
交
換
や
バ
ラ
ン
ス
食
の
調
理

実
習
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。
保
健
師
・

管
理
栄
養
士
と
と
も
に
血
糖
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
の
コ
ツ
を
見
つ
け
て
い
く
も
の
と
な
っ

て
い
ま
す
。

地
域
の
健
康
づ
く
り

市
貝
町
で
は
地
域
に
根
ざ
し
た
健
康
づ

く
り
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

―
食
生
活
改
善
推
進
員
―

食
生
活
改
善
推
進
員
（
食
改
）
は
、
食
生

活
を
中
心
と
し
た
健
康
づ
く
り
活
動
を
推
進

し
て
い
る
グ
ル
ー
プ
で
す
。
親
子
の
食
育
や

生
活
習
慣
病
予
防
な
ど
地
域
の
健
康
づ
く
り

に
貢
献
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
健
康
ア
ッ

プ
教
室
な
ど
に
協
力
し
て
い
ま
す
。

―
生
命
の
貯
蓄
体
操
―

生
命
の
貯
蓄
体
操
は
、
東
洋
医
学
の
考

え
方
を
基
礎
に
し
た
、
日
本
式
氣
功
養
生

術
で
す
。
参
加
者
は
、
体
操
に
よ
る
腰
痛

や
不
眠
な
ど
の
身
体
的
・
精
神
的
症
状
の

緩
和
を
実
感
し
て
い
ま
す
。
参
加
者
の
中

か
ら
仲
間
を
誘
っ
た
り
す
る
な
ど
の
動
き

も
あ
り
、
今
後
は
参
加
者
の
自
主
的
な
活

動
を
支
援
し
て
い
く
こ
と
が
目
標
と
な
っ

て
い
ま
す
。（
平
成
22
年
度
は
延
べ
１，

９

３
４
人
が
参
加
し
ま
し
た
。）
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各
市
町
を
訪
問
し
、
収
納
率
ア
ッ
プ
を

目
指
し
た
取
り
組
み
状
況
を
ル
ポ
さ
せ
て

い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

平
成
21
年
度
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
こ
の

企
画
は
第
13
回
目
を
迎
え
今
回
は
、
那
須

町
に
お
じ
ゃ
ま
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
。平

成
22
年
度
の
都
道
府
県
別
国
民
健
康

保
険
料
（
税
）
収
納
率
は
、
全
国
平
均

88
・
60
％
で
、
前
年
度
よ
り
０
・
59
ポ
イ

ン
ト
上
昇
し
て
お
り
ま
す
。

一
方
、
栃
木
県
の
収
納
率
に
お
い
て
も
、

86
・
01
％
と
前
年
度
よ
り
１
・
24
ポ
イ
ン

ト
上
昇
し
、
上
昇
率
で
は
、
全
国
順
位
は

２
位
と
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
収
納
率
で

は
、
全
国
ワ
ー
ス
ト
３
と
な
っ
て
い
ま
す
。

46
位
に
は
、
千
葉
県
、
47
位
は
東
京
都
と

続
き
ま
す
が
、
千
葉
県
と
の
差
は
、
０
・

04
ポ
イ
ン
ト
と
ご
く
わ
ず
か
、
窮
地
に
立

た
さ
れ
た
状
態
で
す
。

こ
の
状
況
を
打
破
す
る
た
め
に
国
保
連

合
会
も
更
な
る
支
援
を
図
り
た
く
、
市
町

で
の
収
納
率
向
上
や
滞
納
解
消
に
向
け
て

の
取
り
組
み
状
況
な
ど
を
ル
ポ
し
て
い
き

ま
す
。

町
の
状
況
は
・
・
・

那
須
町
は
、
平
成
20
年
に
国
保
連
合
会

設
置
事
業
で
あ
る
「
徴
収
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

派
遣
」
を
実
施
し
、
滞
納
処
分
に
対
す
る

ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
徴
収
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
に
相

談
し
た
滞
納
案
件
に
お
い
て
、
そ
の
処
理

方
法
や
対
応
方
法
等
に
つ
い
て
的
確
な
助

言
を
い
た
だ
き
、
職
員
の
滞
納
整
理
に
関

す
る
意
識
の
改
革
に
つ
な
が
り
ま
し
た
。

国
保
税
の
収
納
状
況
に
つ
い
て
、
平
成

21
年
度
の
現
年
分
が
87
・
09
％
と
前
年
度

を
上
回
り
ま
し
た
。
平
成
22
年
度
に
つ
い

て
は
、
87
・
79
％
と
０
・
７
ポ
イ
ン
ト
上

昇
し
ま
し
た
。

平
成
23
年
度
の
状
況
で
は
、
平
成
24
年

３
月
31
日
現
在
で
は
、
昨
年
の
同
期
と
比

較
す
る
と
０
・
59
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
て
い

る
状
況
で
す
。

窓
口
業
務
な
ど
に
つ
い
て
・
・
・

平
成
23
年
３
月
11
日
に
発
生
し
た
、
東

日
本
大
震
災
・
原
発
の
影
響
の
た
め
、
職

員
が
家
屋
調
査
等
を
行
い
、
国
保
税
の
徴

収納率あっぷルポ収納率あっぷルポ収納率あっぷルポ那須町
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収
事
務
に
対
し
て
、
十
分
な
時
間
が
確
保

で
き
な
く
な
っ
た
り
、
観
光
客
の
数
が
激

減
し
た
こ
と
に
よ
り
収
入
減
と
な
り
、
国

保
税
の
納
付
が
困
難
に
な
っ
た
事
案
、
そ

し
て
、
納
付
意
識
の
希
薄
な
方
の
対
応
な

ど
に
つ
い
て
苦
労
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

収
納
率
向
上
対
策
と
し
て
・
・
・

収
納
率
向
上
対
策
の
一
環
と
し
て
、
収

納
率
対
策
本
部
を
設
置
し
年
２
回
滞
納
者

へ
の
電
話
催
告
、
訪
問
徴
収
を
行
っ
て
い

ま
す
。

平
成
23
年
12
月
の
収
納
率
対
策
本
部
に

お
い
て
徴
収
し
た
額
は
、
１
千
万
円
を
超

え
ま
し
た
。

今
後
の
課
題
は
・
・
・

那
須
町
は
、
農
業
世
帯
が
多
く
、
比
較

的
に
家
族
が
多
い
た
め
、
国
保
税
の
課
税

額
が
多
く
な
り
、
住
民
税
や
固
定
資
産
税

を
合
わ
せ
る
と
高
額
に
な
っ
て
し
ま
い
、

所
得
に
関
わ
ら
ず
課
税
と
な
る
額
が
多
く

な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
な
が
ら
、

収
納
率
を
い
か
に
向
上
さ
せ
る
か
新
た
な

対
策
を
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
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コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
難
し
い
住
民

特
定
健
診
・
特
定
保
健
指
導
が
は
じ
ま

っ
て
以
来
、
さ
ま
ざ
ま
な
ご
相
談
を
頂
き

ま
す
。
そ
の
中
で
も
特
に
多
い
の
が
、

・
ど
う
す
れ
ば
、
何
年
も
健
診
を
受
け
て

い
な
い
住
民
を
動
か
せ
る
の
か
？

・
支
援
を
よ
び
か
け
て
も
面
談
に
き
て
く

れ
な
い
住
民
に
、
ど
う
声
を
か
け
れ
ば

い
い
の
か
？

・
一
生
懸
命
面
談
を
し
て
も
、
中
々
効
果

が
あ
が
ら
な
い
住
民
に
、
ど
う
対
応
す

れ
ば
よ
い
の
か
？

と
い
う
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
難
し

い
住
民
に
関
す
る
ご
相
談
で
す
。

相
談
を
頂
い
た
方
に
、「
こ
れ
ま
で
ど
の

よ
う
な
取
り
組
み
を
さ
れ
て
き
た
の
で
す

か
？
」
と
お
伺
い
す
る
と
、
み
な
さ
ん
そ

れ
ぞ
れ
、
試
行
錯
誤
を
重
ね
ら
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
研
修
に
参
加
さ
れ
た
り
、
あ

る
い
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る

本
を
読
ん
だ
り
と
、
熱
心
に
勉
強
さ
れ
て

い
る
方
も
多
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

た
だ
、
そ
れ
で
も
中
々
う
ま
く
い
か
な

い
と
い
う
の
で
す
。

で
も
、
そ
れ
だ
け
や
っ
か
い
な
住
民
で

あ
っ
て
も
、
テ
レ
ビ
の
健
康
番
組
は
面
白

が
っ
て
見
て
い
る
、
と
い
う
の
で
す
。

じ
ゃ
あ
、
私
た
ち
保
健
医
療
従
事
者
と

テ
レ
ビ
の
健
康
番
組
と
で
は
、
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
ど
こ
に
違
い
が
あ
る
の
で

し
ょ
う
か
？

な
ぜ
、
つ
い
テ
レ
ビ
を
見
て
し
ま
う
の

か
!?み

な
さ
ん
は
、
毎
日
ど
れ
く
ら
い
テ
レ

ビ
を
見
て
い
ま
す
か
!?

総
務
省
の
調
査
に
よ
る
と
、
日
本
人
は

一
日
に
平
均
４
時
間
40
分
テ
レ
ビ
を
見
て

い
る
と
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

単
純
に
考
え
る
と
、
起
き
て
い
る
時
間

の
お
よ
そ
四
分
の
一
は
、
テ
レ
ビ
の
前
で

過
ご
し
て
い
る
計
算
に
な
り
ま
す
。
ス
ゴ

イ
で
す
よ
ね
。

で
も
、「
テ
レ
ビ
を
つ
い
見
て
し
ま
う
理

由
は
何
か
!?
」
と
い
わ
れ
て
も
、
ぱ
っ
と

頭
に
浮
か
ん
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
ぐ
ら
い
、

私
た
ち
は
「
つ
い
つ
い
」
テ
レ
ビ
を
見
さ

せ
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

じ
ゃ
あ
、
テ
レ
ビ
番
組
の
制
作
者
は
、

一
体
ど
の
よ
う
な
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
使
っ
て
、

視
聴
者
を
引
き
つ
け
て
い
る
の
で
し
ょ
う

か
!?も

ち
ろ
ん
、
視
聴
者
を
引
き
付
け
る
テ

ク
ニ
ッ
ク
は
企
業
秘
密
で
す
か
ら
、
軽
々

石　川　善　樹

特別寄稿

ヘルスコミュニケーション
思考のすすめ

株式会社キャンサースキャン

第第　回第1回

し
く
公
開
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
惜
し
げ
も
な
く
披
露
し

て
く
れ
て
い
る
方
が
い
ま
す
。

そ
の
方
は
、
今
年
で
18
年
目
を
迎
え
た
、

国
民
的
な
長
寿
番
組
「
た
め
し
て
ガ
ッ
テ

ン
」
の
専
任
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
・
北
折
一
さ

ん
で
す
。

北
折
さ
ん
に
よ
る
と
、
た
め
し
て
ガ
ッ

テ
ン
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
は
、「
デ
モ
ジ
ャ
ー

方
式
」
と
い
う
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
使
っ
て
、

視
聴
者
を
引
き
付
け
る
努
力
を
さ
れ
て
い

る
そ
う
で
す
。

デ
モ
ジ
ャ
ー
方
式
と
は
、「
で
も
」
と

「
じ
ゃ
あ
」
と
い
う
２
つ
の
言
葉
を
組
み
合

わ
せ
た
も
の
で
す
。
た
と
え
ば
、「
お
い
し

い
チ
ャ
ー
ハ
ン
の
作
り
方
」
を
例
に
と
る

と
、
番
組
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
は
以
下
の
よ

う
に
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

ガ
ッ
テ
ン
流
デ
モ
ジ
ャ
ー
方
式
の
例

ふ
ん
わ
り
と
し
て
パ
ラ
パ
ラ
っ
と
し

た
チ
ャ
ー
ハ
ン
、
お
い
し
い
で
す
よ

ねで
も
、
家
で
作
る
と
な
ぜ
か
ベ
チ
ャ

ベ
チ
ャ
し
て
し
ま
い
ま
す
よ
ね

じ
ゃ
あ
、
一
体
ど
う
し
た
ら
い
い
の

で
し
ょ
う
か
？
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み
な
さ
ん
、
ど
う
で
し
ょ
う
か
？

実
際
の
番
組
で
は
、
デ
モ
ジ
ャ
ー
方
式

で
視
聴
者
の
共
感
を
よ
ん
だ
と
こ
ろ
で
、

「
そ
こ
で
、
ガ
ッ
テ
ン
が
科
学
の
力
で
徹
底

研
究
…
」
と
続
い
て
い
き
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
と
、
つ
い
つ
い

見
て
し
ま
い
た
く
な
り
ま
せ
ん
か
!?
（
笑
）

何
よ
り
も
、
こ
の
デ
モ
ジ
ャ
ー
方
式
を
、

私
た
ち
の
日
々
の
仕
事
に
、
活
か
し
て
み

た
く
な
り
ま
せ
ん
か
!?
た
と
え
ば
、
ダ
イ

エ
ッ
ト
教
室
へ
の
参
加
を
呼
び
掛
け
る
チ

ラ
シ
作
り
の
際
も
、

ダ
イ
エ
ッ
ト
し
た
い
で
す
よ
ね
。

で
も
、
運
動
は
続
か
な
い
し
、
食
事

制
限
も
イ
ヤ
で
す
よ
ね
。

じ
ゃ
あ
、
一
体
ど
う
し
た
ら
い
い
の

で
し
ょ
う
か
？

と
い
う
具
合
に
応
用
で
き
ま
す
。

そ
れ
に
し
て
も
な
ぜ
、
か
く
も
単
純
な

デ
モ
ジ
ャ
ー
方
式
で
、
私
た
ち
の
心
が
つ

か
ま
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
!?

デ
モ
ジ
ャ
ー
方
式
の
ポ
イ
ン
ト

先
ほ
ど
あ
げ
た
チ
ャ
ー
ハ
ン
の
事
例
を

用
い
て
、
デ
モ
ジ
ャ
ー
方
式
の
ポ
イ
ン
ト

を
３
つ
、
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

デ
モ
ジ
ャ
ー
方
式
の
ポ
イ
ン
ト
１

視
聴
者
の
共
感
を
誘
う

チ
ャ
ー
ハ
ン
の
事
例
で
は
、「
ふ
ん
わ
り

と
し
て
パ
ラ
パ
ラ
っ
と
し
た
チ
ャ
ー
ハ
ン
、

お
い
し
い
で
す
よ
ね
」
と
、
視
聴
者
の
共

感
を
誘
う
と
こ
ろ
か
ら
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

実
は
こ
れ
、
私
た
ち
保
健
医
療
従
事
者

に
と
っ
て
、
意
外
に
む
ず
か
し
い
テ
ク
ニ

ッ
ク
で
す
。
と
い
う
の
も
私
た
ち
は
、「
検

査
値
の
異
常
」
や
「
不
健
康
な
生
活
習
慣
」

を
指
摘
す
る
と
い
う
、「
相
手
を
否
定
す
る
」

こ
と
か
ら
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
始
め

る
こ
と
が
多
い
か
ら
で
す
。

も
ち
ろ
ん
私
た
ち
は
、「
対
象
の
方
に
健

康
に
な
っ
て
も
ら
い
た
い
」
と
想
っ
て
発

言
を
し
て
い
る
の
で
す
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
の
受
け
手
の
立
場
に
な
る
と
、

否
定
さ
れ
た
よ
う
な
気
に
な
る
こ
と
が
多

い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

一
方
、
テ
レ
ビ
番
組
を
み
て
い
る
と
、

「
共
感
を
誘
う
一
言
」
が
い
つ
も
と
て
も
う

ま
い
こ
と
に
、
感
心
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

保
健
指
導
や
あ
る
い
は
特
定
健
診
の
チ

ラ
シ
を
作
る
際
に
、
テ
レ
ビ
番
組
が
ど
の

よ
う
な
言
葉
で
視
聴
者
の
共
感
を
誘
っ
て

い
る
か
、
お
お
い
に
参
考
に
し
て
み
る
と

い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

デ
モ
ジ
ャ
ー
方
式
の
ポ
イ
ン
ト
２

視
聴
者
が
知
識
の
ギ
ャ
ッ
プ
に

「
自
分
で
」
気
が
つ
く

最
初
に
共
感
を
誘
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、

次
に
デ
モ
ジ
ャ
ー
方
式
は
、「
で
も
…
」
と

視
聴
者
を
突
き
放
し
ま
す
。
チ
ャ
ー
ハ
ン

の
事
例
で
は
、「
で
も
、
家
で
作
る
と
な
ぜ

か
ベ
チ
ャ
ベ
チ
ャ
し
て
し
ま
い
ま
す
よ
ね
」

と
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
投
げ
か
け
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
私
た
ち
の
頭
の
中
で
は
、
実
に

興
味
深
い
現
象
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。

と
い
う
の
も
、「
パ
ラ
パ
ラ
の
チ
ャ
ー
ハ

ン
は
お
い
し
い
」
と
い
う
知
識
と
、「
家
で

チ
ャ
ー
ハ
ン
を
作
る
と
ベ
チ
ャ
ベ
チ
ャ
に

な
る
」
と
い
う
知
識
は
、
お
そ
ら
く
ど
の

視
聴
者
も
持
っ
て
い
た
は
ず
で
す
。

し
か
し
、
そ
の
２
つ
の
知
識
を
組
み
合

わ
せ
て
、「
じ
ゃ
あ
、
ど
う
す
れ
ば
パ
ラ
パ

ラ
の
チ
ャ
ー
ハ
ン
を
作
れ
る
の
だ
ろ
う

か
？
」
と
視
聴
者
が
思
っ
た
事
は
、
お
そ

ら
く
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。

と
こ
ろ
が
、「
共
感
」
＋
「
で
も
」
と
い

う
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
用
い
る
こ
と
で
、
視
聴

者
は
自
分
が
持
っ
て
い
る
「
知
識
の
ギ
ャ

ッ
プ
」
に
は
じ
め
て
気
が
つ
く
の
で
す
。

人
は
、
知
識
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
「
自
分
で
」

気
が
つ
く
と
、
好
奇
心
を
持
つ
こ
と
が
知

ら
れ
て
い
ま
す
。

カ
ー
ネ
ギ
ー
メ
ロ
ン
大
学
の
ジ
ョ
ー

ジ
・
ロ
ー
ウ
ェ
ン
ス
タ
イ
ン
教
授
は
、
人

が
好
奇
心
を
抱
く
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
、

驚
く
ほ
ど
シ
ン
プ
ル
な
理
論
を
提
示
し
ま

し
た
。

そ
の
理
論
に
よ
る
と
、
人
が
好
奇
心
を

抱
く
の
は
、「
自
分
が
持
っ
て
い
る
知
識
に

ギ
ャ
ッ
プ
を
認
識
し
た
時
」
だ
と
い
い
ま

す
。ロ

ー
ウ
ェ
ン
ス
タ
イ
ン
教
授
に
よ
れ
ば
、

そ
の
よ
う
な
ギ
ャ
ッ
プ
は
、
私
た
ち
の
脳

に
苦
痛
と
認
識
さ
れ
る
そ
う
で
す
。
た
し

か
に
、
疑
問
が
生
じ
る
と
、
た
と
え
そ
れ

が
ど
ん
な
に
下
ら
な
い
こ
と
で
あ
っ
て
も
、

解
決
さ
れ
な
い
と
気
持
ち
が
悪
い
も
の
で

す
。



27

デ
モ
ジ
ャ
ー
方
式
の
ポ
イ
ン
ト
３

す
ぐ
に
「
答
え
」
を
言
わ
な
い

デ
モ
ジ
ャ
ー
方
式
の
最
後
の
ポ
イ
ン
ト

は
、
す
ぐ
に
「
答
え
」
を
言
わ
な
い
こ
と

で
す
。

「
じ
ゃ
あ
、
ど
う
し
た
ら
い
い
で
し
ょ

う
？
」
と
問
い
か
け
て
、
す
ぐ
に
答
え
を

言
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
視
聴
者
の
好
奇
心

は
満
た
さ
れ
て
し
ま
い
、
そ
れ
以
上
番
組

を
見
よ
う
と
は
思
わ
な
い
で
し
ょ
う
。

逆
に
い
う
と
、
答
え
を
す
ぐ
に
言
わ
な

い
こ
と
で
、
視
聴
者
の
好
奇
心
が
ど
ん
ど

ん
高
ま
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
結
果
、
番

組
の
終
盤
に
種
明
か
し
を
す
る
頃
に
は
、

視
聴
者
の
好
奇
心
は
ピ
ー
ク
に
達
し
て
い

ま
す
。

そ
こ
ま
で
引
っ
張
ら
れ
て
手
に
入
れ
た

「
答
え
」
は
、
納
得
感
が
あ
る
も
の
に
な
る

で
し
ょ
う
し
、
ま
た
す
ぐ
に
実
践
し
て
み

た
い
と
思
う
も
の
に
な
る
の
だ
と
思
い
ま

す
。昔

か
ら
、「
○
○
を
食
べ
る
と
、
健
康
に

き
く
！
」
と
い
う
健
康
番
組
が
流
れ
る
と
、

ス
ー
パ
ー
か
ら
い
っ
せ
い
に
そ
の
食
品
が

な
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
、

視
聴
者
が
好
奇
心
を
最
大
限
あ
お
ら
れ
た

結
果
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

一
方
、
私
た
ち
保
健
医
療
従
事
者
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
振
り
返
る
と
、「
答

え
を
す
ぐ
に
言
い
た
く
な
る
」
と
い
う
ク

セ
が
あ
り
ま
す
。

住
民
か
ら
健
康
に
関
す
る
質
問
を
尋
ね

ら
れ
る
と
、「
そ
れ
は
、
○
○
○
と
い
う
こ

と
で
す
」
と
、
す
ぐ
に
回
答
者
に
な
り
た

が
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
テ
レ
ビ
の
番
組

の
よ
う
に
、
住
民
の
好
奇
心
を
く
す
ぐ
る

よ
う
な
返
し
方
は
、
中
々
し
ま
せ
ん
。

保
健
医
療
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
と

し
て
、
科
学
的
根
拠
に
基
づ
く
た
し
か
な

健
康
情
報
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
、
欠
か

せ
な
い
資
質
で
す
。
し
か
し
、
一
方
で
私

た
ち
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
プ
ロ

フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
で
も
な
く
て
は
な
り
ま

せ
ん
。

テ
レ
ビ
番
組
が
や
っ
て
い
る
よ
う
に
、

す
ぐ
に
答
え
を
出
さ
ず
に
好
奇
心
を
高
め
、

最
後
に
「
答
え
」
を
提
示
す
る
と
、
住
民

の
「
納
得
感
」
や
「
や
っ
て
み
た
い
感
」

も
高
め
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

次
回
か
ら
の
連
載
に
つ
い
て

今
回
の
記
事
で
は
、「
た
め
し
て
ガ
ッ
テ

ン
」
で
活
用
さ
れ
て
い
る
デ
モ
ジ
ャ
ー
方

式
を
例
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
難

し
い
住
民
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
働
き
か

け
が
で
き
る
の
か
、
考
え
て
き
ま
し
た
。

お
そ
ら
く
私
た
ち
は
、
今
回
ご
紹
介
し

た
「
デ
モ
ジ
ャ
ー
方
式
」
を
、
何
度
も
繰

り
返
し
目
に
し
て
き
た
は
ず
で
す
。
そ
れ

に
も
関
わ
ら
ず
、
た
め
し
て
ガ
ッ
テ
ン
が
、

そ
の
よ
う
な
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
使
っ
て
い
た

こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
意
識
す
ら
し
て
こ
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
!?

し
か
し
改
め
て
、「
た
め
し
て
ガ
ッ
テ
ン

で
は
、
デ
モ
ジ
ャ
ー
方
式
と
い
う
テ
ク
ニ

ッ
ク
が
使
わ
れ
て
い
る
」
と
言
わ
れ
る
と
、

「
な
る
ほ
ど
、
そ
う
い
う
こ
と
か
！
」
と
思

え
た
り
、「
そ
れ
だ
っ
た
ら
、
明
日
か
ら
の

仕
事
に
使
え
そ
う
ね
！
」
と
思
え
た
り
し

ま
す
。

そ
し
て
今
回
を
含
め
て
４
回
に
わ
た
る

本
連
載
で
は
、「
た
め
し
て
ガ
ッ
テ
ン
」
な

ど
の
身
近
な
事
例
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、

「
明
日
か
ら
使
え
る
」
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
コ
ツ
を
、
ご
紹
介
し
て
い
き
た
い
と
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特別寄稿
連載 

1　

特別養護老人ホーム
よみうりランド花ハウス

施設長

小　畑　洋　一

超
高
齢
時
代
の

　
　
　
　

生
活
保
障

①
人
口
減
・
超
高
齢
化

私
は
昨
年
９
月
ま
で
、
読
売
新
聞
社
社

会
保
障
部
で
年
金
、
医
療
、
介
護
、
少
子

化
対
策
な
ど
に
関
す
る
取
材
・
報
道
を
担

当
し
て
い
た
。「
社
会
保
障
部
」
は
、
介
護

保
険
制
度
の
ス
タ
ー
ト
を
前
に
し
た
２
０

０
０
年
３
月
、
高
齢
化
に
か
か
わ
る
様
々

な
問
題
を
詳
し
く
報
道
す
る
た
め
に
設
け

ら
れ
た
部
署
で
、
各
分
野
の
専
門
記
者
が

そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ー
マ
を
継
続
し
て
取
材
し
、

記
事
を
書
い
て
い
る
。

読
売
新
聞
社
に
は
一
方
で
、「
読
売
光
と

愛
の
事
業
団
」
と
い
う
社
会
福
祉
法
人
が

あ
り
、
川
崎
市
内
で
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
を
運
営
し
て
い
る
。
そ
の
「
よ
み
う
り

ラ
ン
ド
花
ハ
ウ
ス
」
に
、
私
は
昨
年
10
月
、

副
施
設
長
と
し
て
赴
任
し
た
。
高
齢
者
介

護
に
つ
い
て
は
、
介
護
保
険
制
度
の
発
足

以
来
10
年
以
上
に
わ
た
っ
て
取
材
を
し
て

き
た
が
、
施
設
運
営
を
担
う
立
場
で
見
る

現
場
に
は
、
こ
れ
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
こ

と
や
見
過
ご
し
て
い
た
こ
と
が
少
な
か
ら

ず
あ
り
、
学
ぶ
こ
と
の
多
い
毎
日
だ
。
４

月
か
ら
は
施
設
長
と
な
り
、
周
囲
の
ス
タ

ッ
フ
の
助
け
で
経
験
不
足
を
補
い
な
が
ら
、

何
と
か
業
務
を
こ
な
し
て
い
る
。

そ
ん
な
折
、
栃
木
県
国
保
連
の
担
当
者

の
方
か
ら
、
寄
稿
の
依
頼
を
い
た
だ
い
た
。

貴
重
な
機
会
な
の
で
、
社
会
保
障
部
で
の

取
材
と
介
護
現
場
で
の
体
験
を
踏
ま
え
、

今
後
予
想
さ
れ
る
〈
超
高
齢
化
〉
と
い
う

大
き
な
変
化
に
我
々
は
ど
う
対
応
し
て
い

く
べ
き
か
に
つ
い
て
、
改
め
て
考
え
て
み

た
い
。

ま
ず
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
は
ど
ん
な
社

会
に
な
っ
て
い
く
の
だ

ろ
う
か
。

厚
生
労
働
省
は
今
年

１
月
、「
日
本
の
将
来

推
計
人
口
」
を
公
表
し

た
。
こ
れ
は
、
全
国
の

出
生
数
、
死
亡
数
等
の

数
値
を
も
と
に
、
将
来

の
人
口
規
模
や
年
齢
構

成
を
推
計
す
る
も
の

で
、
５
年
に
１
回
見
直

し
が
行
わ
れ
る
。
そ
の

デ
ー
タ
に
よ
る
と
、
日

本
の
人
口
は
１
億
２
８

０
６
万
人
（
２
０
１
０

年
国
勢
調
査
）
か
ら
、

２
０
２
５
年
に
は
１
億

２
０
６
６
万
人
に
な

り
、
２
０
６
０
年
に
は
８
６
７
４
万
人
に

ま
で
減
少
す
る
。
一
方
で
65
歳
以
上
の
高

齢
者
は
増
加
し
、
全
人
口
に
占
め
る
割
合

（
高
齢
化
率
）
は
２
０
１
０
年
の
23
％
が
２

０
２
５
年
に
は
30
％
を
超
え
、
２
０
６
０

年
に
は
ほ
ぼ
40
％
に
ま
で
高
ま
り
、
国
民

の
５
人
に
２
人
が
高
齢
者
と
い
う
社
会
が

到
来
す
る
（
グ
ラ
フ
１
）。

グラフ1　日本の将来推計人口
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こ
う
し
た
急
速
な
高
齢
化
に
伴
っ
て
、

社
会
保
障
に
か
か
る
費
用
も
増
え
て
い
く
。

政
府
の
試
算
に
よ
る
と
、
年
金
、
医
療
、

介
護
、
育
児
等
の
費
用
は
、
２
０
１
２
年

度
の
１
０
９．
５
兆
円
が
、
２
０
２
５
年
度

に
は
１
４
８．
９
兆
円
に
増
加
す
る
（
グ
ラ

フ
２
）。
中
で
も
目
立
つ
の
は
、
医
療
費

（
1.5
倍
）、
介
護
費
（
2.4
倍
）
の
伸
び
が
、

年
金
（
1.1
倍
）
に
比
べ
て
も
大
き
い
こ
と

だ
。
高
齢
者
の
中
で
も
、
特
に
75
歳
以
上

の
後
期
高
齢
者
が
増
え
る
こ
と
で
、
要
介

護
者
、
認
知
症
の
人
、
入
院
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
患
者
が
多
く
な
る
。
心
身
が
弱

っ
た
お
年
寄
り
の
健
康
を
維
持
し
、
生
活

を
支
え
る
こ
と
は
超
高
齢
社
会
の
重
要
な

課
題
だ
。

民
主
党
政
権
は
年
金
制
度
の
抜
本
改
革

を
基
本
的
な
政
策
に
掲
げ
、「
月
７
万
円
の

最
低
保
障
年
金
」
を
提
案
し
て
い
る
が
、

こ
れ
か
ら
の
社
会
保
障
で
最
も
お
金
を
使

う
必
要
が
あ
る
の
は
医
療
・
介
護
だ
。
現

金
を
給
付
す
る
年
金
制
度
の
見
直
し
は
、

有
権
者
へ
の
ア
ピ
ー
ル
度
が
高
い
と
思
わ

れ
が
ち
だ
が
、
気
前
よ
く
全
体
の
給
付
を

増
や
そ
う
と
す
れ
ば
膨
大
な
費
用
が
か
か

る
。
年
金
改
革
は
社
会
保
障
全
体
を
視
野

に
入
れ
た
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
医
療
・
介
護

の
財
源
確
保
の
妨

げ
に
な
ら
な
い
範

囲
で
効
率
的
・
合

理
的
に
行
う
こ
と

が
求
め
ら
れ
る
。

そ
れ
に
し
て
も

問
題
な
の
は
、
そ

の
財
源
を
ど
う
確

保
す
る
か
と
い
う

こ
と
だ
。
２
０
１

２
年
度
の
国
の
一
般
会
計
予
算
は
約
90
兆

円
だ
が
、
税
収
で
賄
わ
れ
る
の
は
42
兆
円

強
だ
け
で
、
あ
と
は
赤
字
国
債
な
ど
の
借

金
を
あ
て
る
こ
と
に
な
る
。
年
金
、
医
療
、

介
護
の
保
険
料
総
額
も
、
２
０
２
５
年
度

に
は
現
在
の
1.4
倍
に
な
る
見
通
し
だ
。
急

速
に
進
む
高
齢
化
で
膨
ら
む
社
会
保
障
費

を
賄
う
に
は
新
し
い
財
源
が
必
要
で
、
行

財
政
の
効
率
化
は
欠
か
せ
な
い
に
し
て
も
、

そ
れ
だ
け
で
10
数
年
の
間
に
40
兆
円
近
い

財
源
を
ね
ん
出
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
。

現
役
世
代
だ
け
で
は
な
く
広
く
国
民
全
体

で
負
担
す
る
こ
と
、
所
得
税
や
法
人
税
の

よ
う
に
税
収
が
景
気
に
左
右
さ
れ
な
い
こ

と
、
等
の
条
件
を
満
た
す
安
定
し
た
財
源

は
何
か
と
考
え
る
と
、
答
え
は
消
費
税
以

外
に
見
つ
か
ら
な
い
。

そ
も
そ
も
、
日
本
の
消
費
税
率
は
諸
外

国
に
比
べ
て
か
な
り
低
い
。
政
府
の
資
料

（
２
０
１
１
年
１
月
時
点
）
に
よ
る
と
、
Ｅ

Ｕ
加
盟
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
は
15
％
―

25
％
、
ア
ジ
ア
を
見
て
も
中
国
17
％
、
韓

国
10
％
で
、「
５
％
」
は
最
低
の
水
準
だ

（
グ
ラ
フ
３
）。
消
費
税
に
限
ら
ず
、
国
民

負
担
率
（
税
や
社
会
保
険
料
負
担
の
国
民

所
得
比
）
を
見
て
も
、
日
本
は
下
か
ら
数

え
た
方
が
早
い
ほ
ど
の
低
レ
ベ
ル
で
、
社

会
保
障
給
付
の
国
民
所
得
比
も
低
い
。
つ

ま
り
、
日
本
は
高
齢
化
率
23
％
と
世
界
最

高
水
準
の
超
高
齢
国
家
な
の
に
、
消
費
税

を
は
じ
め
と
す
る
国
民
の
負
担
が
世
界
最

低
水
準
で
あ
る
た
め
に
十
分
な
財
源
を
確

保
で
き
ず
、
生
活
を
支
え
る
サ
ー
ビ
ス
が

行
き
届
い
て
い
な
い
、
と
言
う
こ
と
が
で

き
る
。

「
社
会
保
障
と
税
の
一
体
改
革
」
が
必
要

な
理
由
は
、
ま
さ
に
こ
こ
に
あ
る
。

超
高
齢
社
会
を
前
に
、
社
会
保
障
シ
ス

テ
ム
の
強
化
は
急
務
だ
。
年
金
制
度
で
は

官
民
格
差
を
な
く
し
、
パ
ー
ト
労
働
者
に

も
厚
生
年
金
適
用
を
拡
大
し
て
公
平
性
を

高
め
、
国
民
年
金
の
保
険
料
納
付
免
除
を

活
用
す
る
な
ど
し
て
未
納
・
未
加
入
者
を

減
ら
す
一
方
、
無
年
金
・
低
年
金
対
策
で

老
後
の
貧
困
を
防
止
す
る
必
要
が
あ
る
。

医
療
で
は
、
医
師
の
不
足
・
偏
在
を
解

消
し
て
看
護
師
も
含
め
た
人
員
確
保
と
適

正
配
置
を
図
り
、
医
療
機
関
の
再
編
統
合

に
よ
る
機
能
分
化
・
役
割
分
担
を
明
確
に

す
る
こ
と
を
急
が
ね
ば
な
ら
な
い
。
急
性

期
の
治
療
に
重
点
を
置
き
な
が
ら
、
高
齢

者
の
命
と
暮
ら
し
を
支
え
る
た
め
の
在
宅

グラフ２　社会保障費用の将来推計
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中
心
の
診
療
・
療
養
体
制
を
整

え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ

れ
に
は
介
護
と
の
連
携
が
不
可

欠
で
、
特
に
増
加
が
予
想
さ
れ

る
重
度
の
要
介
護
者
の
ケ
ア
に

は
、
医
療
関
係
者
、
介
護
職
に

加
え
て
リ
ハ
ビ
リ
の
専
門
家
、

管
理
栄
養
士
な
ど
多
職
種
に
よ

る
チ
ー
ム
プ
レ
ー
が
効
果
を
発

揮
す
る
。
今
後
20
年
ほ
ど
の
間

に
1.5
倍
に
増
え
る
認
知
症
へ
の

対
策
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
と
身
近

な
生
活
サ
ー
ビ
ス
を
組
み
合
わ

せ
ら
れ
る
高
齢
者
向
け
の
住
宅

整
備
に
も
力
を
入
れ
た
い
。

さ
ら
に
、
社
会
の
支
え
手
で

あ
る
現
役
世
代
に
対
す
る
支
援

も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

人
口
全
体
が
減
少
し
て
高
齢
者

だ
け
は
増
え
る
と
い
う
状
況
の

中
で
、
65
歳
以
上
の
高
齢
者
１

人
を
支
え
る
現
役
（
20
―

64
歳
）

の
数
は
今
後
大
幅
に
減
っ
て
い

く
。
そ
の
数
は
１
９
７
０
年
に

は
8.5
人
だ
っ
た
が
、
２
０
１
０

年
に
は
2.6
人
に
な
り
、
２
０
５

０
年
に
は
1.2
人
に
な
る
見
通
し
だ
。
現
役

世
代
の
苦
悩
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

経
済
の
低
成
長
と
グ
ロ
ー
バ
ル
化
で
雇
用

環
境
は
大
き
く
変
化
し
て
お
り
、
非
正
規

労
働
者
が
被
用
者
全
体
に
占
め
る
割
合
は

３
割
を
超
え
て
い
る
。
終
身
雇
用
、
年
功

序
列
と
い
う
日
本
型
の
雇
用
慣
行
が
当
た

り
前
と
は
言
え
な
く
な
り
、
正
社
員
で
も

倒
産
・
リ
ス
ト
ラ
の
不
安
が
あ
る
。
生
活

保
護
受
給
者
が
２
０
０
万
人
を
突
破
し
、

子
供
の
貧
困
率
が
海
外
諸
国
に
比
べ
て
も

高
い
な
ど
、
現
役
・
若
者
た
ち
の
生
活
を

め
ぐ
る
状
況
は
深
刻
さ
を
増
し
て
い
る
。

子
供
た
ち
が
き
ち
ん
と
教
育
を
受
け
て
成

長
し
、
職
業
に
関
す
る
技
能
や
知
識
を
身

に
着
け
て
就
労
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め

の
支
援
、
ま
た
、
若
者
た
ち
が
子
供
を
も

う
け
、
育
児
を
し
な
が
ら
働
き
続
け
ら
れ

る
よ
う
に
す
る
た
め
の
支
援
を
充
実
さ
せ

る
こ
と
も
、
社
会
の
責
任
だ
。

こ
れ
か
ら
は
年
齢
に
関
係
な
く
人
生
の

す
べ
て
の
時
期
に
、
高
齢
者
に
も
現
役
・

若
者
世
代
に
も
子
供
に
も
、
必
要
な
場
合

は
社
会
的
な
支
援
を
十
分
に
行
え
る
体
制

を
整
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、

こ
う
し
た
支
援
に
必
要
な
費
用
は
、
私
た

ち
自
身
が
負
担
す
る
し
か
な
い
の
だ
。

政
府
は
、
消
費
税
を
２
０
１
４
年
４
月

に
８
％
、
２
０
１
５
年
10
月
に
10
％
に
引

き
上
げ
る
法
案
を
、
国
会
に
提
出
し
た
。

だ
が
、
こ
れ
は
「
一
体
改
革
」
の
始
ま
り

に
す
ぎ
ず
、
将
来
は
さ
ら
な
る
税
率
ア
ッ

プ
が
課
題
に
な
る
。
そ
の
負
担
増
で
、
ど

ん
な
社
会
保
障
制
度
改
革
が
実
現
す
る
の

か
。
次
回
以
降
、
人
口
減
・
超
高
齢
時
代

に
私
た
ち
が
目
指
す
べ
き
社
会
の
姿
に
つ

い
て
、
話
を
進
め
た
い
。

　1955年、仙台市生まれ。早稲田大学文学部
卒。1979年、読売新聞社入社。甲府支局、社会
部（警視庁、厚生省、宮内庁を担当）等を経て
2000年3月に社会保障部勤務となり、2004年10
月から同部長。2011年10月に「読売光と愛の事
業団」に出向し、2012年4月から特別養護老人
ホーム・よみうりランド花ハウス施設長を務め
ている。
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高血糖者
　 個別支援事業の
　　　　　　実施報告

■
ま
ち
の
概
要
■

真
岡
市
は
平
成
21
年
３
月
23
日
に
旧
二

宮
町
と
合
併
し
新
真
岡
市
が
誕
生
し
ま
し

た
。
ベ
リ
ー
Ｈ
Ｏ
Ｔ
Ｈ
Ｏ
Ｔ
プ
ラ
ン
に
基

づ
き
「
誰
も
が
ほ
っ
と
で
き
る
ま
ち
真
岡
」

を
め
ざ
し
、
健
康
で
思
い
や
り
に
満
ち
た

社
会
づ
く
り
を
実
現
す
る
た
め
「
真
岡
市

健
康
21
プ
ラ
ン
」
を
作
成
し
市
民
の
健
康

づ
く
り
を
総
合
的
に
推
進
し
て
い
ま
す
。

■
は
じ
め
に
■

真
岡
市
で
は
、
特
定
健
診
の
デ
ー
タ
分

析
や
医
療
費
ま
た
市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結

果
等
か
ら
地
区
診
断
を
し
た
結
果
①
空
腹

時
血
糖
100
㎎
以
上
の
検
診
受
診
者
の
割
合

が
年
々
増
加
傾
向
に
あ
る
②
ア
ン
ケ
ー
ト

の
結
果
で
糖
尿
病
と
言
わ
れ
た
人
の
割
合

が
県
に
比
較
し
高
い
③
国
保
の
糖
尿
病
治

療
率
が
県
よ
り
高
い
④
腎
不
全
の
医
療
費

の
占
め
る
割
合
が
県
よ
り
高
い
と
い
う
現

状
課
題
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
１
年
間
高
血

糖
者
に
対
す
る
レ
ベ
ル
別
個
別
支
援
を
試

み
ま
し
た
の
で
そ
の
一
部
を
報
告
い
た
し

ま
す
。

■
事
業
目
的
■

（1）
検
診
受
診
者
が
生
活
を
振
り
返
り
生
活

習
慣
の
改
善
に
取
り
組
む
こ
と
で
、
疾
病

を
予
防
し
、
健
康
な
生
活
を
送
る
こ
と
が

出
来
る
。

（2）
要
精
検
者
が
精
密
検
査
を
受
診
し
疾
病

の
早
期
発
見
・
早
期
治
療
に
よ
り
重
症
化

を
予
防
し
健
康
が
維
持
で
き
る
。

■
事
業
対
象
者
■

40
歳
〜
69
歳
ま
で
の
特
定
健
診
受
診
者

の
う
ち
空
腹
時
血
糖
110
㎎
／
dl
以
上
の
者

■
事
業
内
容
■

１．
要
精
密
検
査
判
定
者
支
援
（
Ｆ
Ｂ
Ｓ

126
㎎
／
dl
以
上
の
者
）

●
初
期
介
入
を
大
切
に
全
戸
家
庭
訪
問

を
実
施
し
生
活
背
景
を
理
解
し
た
上

で
、
生
活
習
慣
の
振
り
返
り
を
し
て

も
ら
う
事
を
目
的
と
す
る
。
訪
問
記

録
票
と
管
理
台
帳
を
作
成
し
、
精
密

検
査
受
診
対
象
者
の
状
況
管
理
を
行

い
、
未
受
診
者
に
対
す
る
精
検
受
診

勧
奨
を
継
続
す
る
。

２．
要
指
導
判
定
者
支
援
（
Ｆ
Ｂ
Ｓ
110
〜

125
㎎
／
dl
の
者
）

保健師活動報告

真岡市 星野　恭子

●
結
果
説
明
会
に
て
、
血
糖
値
や
生
活

改
善
の
課
題
抽
出
を
目
的
に
個
別
面

接
を
実
施
し
、
６
ケ
月
後
生
活
改
善

支
援
の
た
め
の
支
援
レ
タ
ー
を
送
る
。

３．
糖
尿
病
治
療
継
続
者
支
援

●
結
果
説
明
会
に
て
治
療
継
続
の
必
要

性
・
重
症
化
予
防
を
目
的
に
個
別
面
接

を
実
施
。
未
来
所
の
人
に
は
家
庭
訪
問

を
実
施
。
管
理
台
帳
を
作
成
す
る
。

■
実
施
結
果
■

１．

要
精
密
検
査
判
定
者
の
訪
問
実
施
者

数
は
73
名
（
男
性
52
名
女
性
21
名
）
で

し
た
。
う
ち
メ
タ
ボ
該
当
者
は
男
性
約

６
割
女
性
約
２
割
。
面
接
実
施
率
85
・

５
％
で
本
人
と
面
接
が
57
人
（
約
８
割
）

家
族
８
人
　
不
在
11
名
は
電
話
や
手
紙

で
支
援
し
ま
し
た
。
訪
問
時
の
反
応
と

し
て
は
、
糖
尿
病
に
対
す
る
病
識
や
認

識
は
弱
く
危
機
感
の
少
な
い
人
と
認
識

を
し
て
い
る
人
が
約
半
数
ず
つ
で
し
た
。

訪
問
者
の
う
ち
８
割
の
人
に
は
運
動
・

バ
ラ
ン
ス
の
良
い
食
事
・
体
重
の
減
量

な
ど
の
生
活
改
善
意
欲
を
持
っ
て
も
ら

う
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

精
検
受
診
率
は
前
年
度
と
比
較
す
る

と
16
・
６
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
４
月
現
在

58
・
１
％
で
す
。〈
図
１
〉



32

な
お
、
訪
問
者
の
精
検
受
診
率
は

71
・
７
％
で
す
。

前
年
度
精
検
未
受
診
者
で
、
本
年
度

訪
問
に
よ
り
精
検
受
診
に
つ
な
が
っ
た

の
は
46
・
６
％
。
面
接
実
施
者
と
面
接

未
実
施
者
の
精
検
受
診
率
を
比
較
す
る

65
・
５
％
と
面
接
実
施
者
の
方
が
高
い

と
い
う
結
果
で
し
た
。〈
図
２
〉

ま
た
、
訪
問
後
、
未
受
診
者
の
人
に

支
援
レ
タ
ー
を
送
付
し
た
こ
と
で
更
に

受
診
行
動
に
つ
な
が
っ
た
人
が
２
割
い

ま
し
た
。

精
検
結
果
内
訳
を
見
る
と
、
約
７
割

の
人
が
糖
尿
病
と
診
断
さ
れ
て
い
ま
す
。

〈
図
３
〉

２．

要
指
導
判
定
者
へ
の
支
援
レ
タ
ー
送

付
人
数
は
298
人
で
し
た
。

３．

糖
尿
病
治
療
継
続
者
へ
の
保
健
指
導

実
施
状
況
は
、
説
明
会
に
て
面
接
96
人

で
家
庭
訪
問
者
31
人
で
し
た
。

■
考
察
■

こ
の
事
業
を
通
し
、
精
検
受
診
勧
奨
を

切
り
口
と
し
、
個
々
の
生
活
状
況
を
確
認

し
な
が
ら
丁
寧
に
介
入
し
た
結
果
、
精
検

受
診
率
の
向
上
が
図
れ
ま
し
た
。

ま
た
事
業
に
取
り
組
む
中
で
「
特
定
保

健
指
導
支
援
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
」「
高
血
糖

者
支
援
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
」
を
更
に
効
果

的
な
ハ
イ
リ
ス
ク
ア
プ
ロ
ー
チ
と
な
る
よ

う
見
直
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

更
に
、
ハ
イ
リ
ス
ク
者
に
目
を
向
け
、

精
密
検
査
に
結
び
付
か
な
い
人
の
阻
害
因

子
や
個
々
の
生
活
背
景
を
探
っ
た
こ
と
か

ら
、
ポ
ピ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
ア
プ
ロ
ー
チ
等

の
必
要
性
（
食
事
・
運
動
・
病
気
の
理
解

等
）
の
再
確
認
が
で
き
生
活
習
慣
病
予
防

事
業
全
体
の
見
直
し
に
発
展
し
ま
し
た
。

一
方
、
検
討
を
進
め
る
中
で
精
密
検
査

の
結
果
「
所
見
な
し
」
の
者
に
つ
い
て
も
、

ハ
イ
リ
ス
ク
者
と
し
て
位
置
付
け
、
次
年

度
の
健
診
に
結
び
つ
け
る
重
要
性
も
再
確

認
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

■
ま
と
め
■

高
血
糖
者
は
、
真
岡
市
に
限
ら
ず
全
国

的
に
増
加
傾
向
に
あ
り
、
特
定
保
健
指
導

だ
け
で
は
十
分
対
応
で
き
な
い
現
状
に
あ

り
ま
す
。

高
血
糖
者
に
着
目
し
た
対
策
の
重
要
性

が
ま
す
ま
す
高
ま
る
と
共
に
、
私
た
ち
、

指
導
者
側
の
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
を
図
る
必
要

性
も
増
し
て
い
ま
す
。

現
在
、
要
精
検
対
象
者
の
健
診
結
果
・

生
活
背
景
・
訪
問
指
導
結
果
・
受
診
結
果

等
一
連
の
デ
ー
タ
を
一
元
化
し
、
評
価
が

出
来
る
よ
う
な
管
理
台
帳
の
作
成
や
訪
問

指
導
の
評
価
を
客
観
化
す
る
た
め
の
記
録

表
等
の
作
成
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

今
後
も
、
更
に
大
き
な
効
果
が
得
ら
れ

る
よ
う
長
期
的
に
こ
の
高
血
糖
者
支
援
・

重
症
化
予
防
の
事
業
に
取
り
組
ん
で
行
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

保健師全員で定期的に事業評価検討を実施

図1

経年的精検受診者数と受診率面接状況別精密検査受診率

図2

精検結果内訳

図3

糖尿病
68.9％

所見なし
16％

耐糖能
異常
16％
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保険者だより

那須烏山市の取り組み那須烏山市の取り組み那須烏山市の取り組み

平
成
二
十
三
年
度
は
、
特
定
健
診
受
診

率
向
上
モ
デ
ル
事
業
の
指
定
を
受
け
た
こ

と
に
伴
い
、
八
月
中
旬
か
ら
の
約
一
月
間
、

委
託
を
う
け
た
専
門
業
者
か
ら
対
象
者
へ

電
話
で
の
受
診
勧
奨
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

新
た
な
試
み
と
し
て
実
施
さ
れ
た
事
業
で

し
た
が
、
二
十
二
年
度
に
比
べ
受
診
率
が

向
上
し
た
の
は
、
成
果
の
あ
ら
わ
れ
で
あ

る
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
病
気
の

早
期
発
見
、
早
期
治
療
、
さ
ら
に
は
医
療

費
削
減
に
つ
な
が
れ
ば
、
と
期
待
す
る
と

こ
ろ
で
す
。

当
市
に
は
、
市
が
開
設
し
て
い
る
診
療

所
が
三
箇
所
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
二
箇
所

は
国
保
診
療
施
設
と
し
て
運
営
さ
れ
て
い

ま
す
。

各
診
療
所
そ
れ
ぞ
れ
に
、
各
医
師
の
専

門
性
を
発
揮
し
た
診
療
を
行
っ
て
い
ま
す
。

今
で
は
、
地
域
に
根
付
い
た
医
療
機
関
と

な
り
ま
し
た
。

今
後
も
、
他
医
療
機
関
と
の
連
携
を
す

す
め
な
が
ら
、
診
療
所
と
し
て
の
役
割
を

十
分
に
担
っ
て
い
く
方
針
で
す
。

社
会
福
祉
協
議
会
と
各
種
福
祉
団
体
で

開
催
し
て
い
る
、
健
康
福
祉
ま
つ
り
（
本

年
も
十
一
月
第
一
日
曜
日
に
開
催
予
定
）

で
は
、
来
場
者
の
健
康
度
チ
ェ
ッ
ク
や
健

廃
校
を
一
部
改
修
し
、
高
齢
者
の
支
援
拠

点
の
場
が
開
所
し
ま
し
た
。
管
理
は
地
域

で
組
織
さ
れ
た
施
設
管
理
運
営
委
員
会
に

委
託
さ
れ
、
事
業
内
容
は
三
部
門
に
わ
か

れ
て
い
ま
す
。

①
「
地
域
の
茶
の
間
」
は
、
皆
で
集
ま

っ
て
話
を
し
た
り
す
る
部
門
で
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
場
と
し
て

い
ま
す
。

②
「
い
き
い
き
ふ
れ
あ
い
レ
ス
ト
ラ
ン
」

は
、
食
事
機
能
支
援
を
目
的
と
し
た

部
門
で
閉
じ
こ
も
り
予
防
も
兼
ね
て

い
ま
す
。

③
「
い
き
い
き
ふ
れ
あ
い
塾
」
は
、
運

動
教
室
の
場
と
し
て
、
運
動
機
能
低

下
を
防
ぎ
、
認
知
症
予
防
を
目
的
と

し
て
い
ま
す
。

十
一
月
の
開
所
式
で
は
記
念
公
演
が
行

わ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
百
五
十
名
の
参
加

者
で
賑
わ
い
ま
し
た
。
そ
の
後
の
活
動
も

好
評
で
、
二
十
四
年
三
月
ま
で
で
は
延
べ

千
五
百
名
の
方
々
に
利
用
い
た
だ
き
ま
し

た
。
今
後
も
、
こ
の
よ
う
な
活
動
を
展
開

し
、
生
き
が
い
を
も
っ
た
お
年
よ
り
を
一

人
で
も
多
く
し
て
い
く
た
め
、
地
域
と
と

も
に
前
進
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。

康
相
談
の
ほ
か
、
環
境
保
護
推
進
の
た
め

の
苗
木
の
無
料
配
布
、
模
擬
店
、
多
く
の

福
祉
施
設
か
ら
の
作
品
展
示
な
ど
で
、
会

場
は
交
流
と
笑
顔
の
場
と
な
り
、
毎
年
賑

わ
い
を
み
せ
て
い
ま
す
。

な
お
、
会
場
で
得
た
収
益
金
は
福
祉
団

体
の
活
動
費
に
充
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

介
護
の
事
業
で
は
、
元
気
で
暮
ら
す
た

め
に
地
域
で
で
き
る
こ
と
は
な
に
か
、
そ

こ
か
ら
生
ま
れ
た
「
地
域
の
人
が
地
域
の

人
を
支
援
す
る
体
制
」
を
つ
く
る
た
め
、
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国 保 医 療 課 だ よ り

定期異動で新たなメンバーを迎えた国保医療課医療保険担当です。
平成24年度もよろしくお願いいたします。
メンバー紹介１

新任者紹介2

職

（後列）左から
　　酒井医療給付専門指導員・藤野主事
　　堀主事・村上主事・根本主任 

（前列）左から
　　伊藤主任・梅山課長補佐・桑野課長
　　矢島主幹・篠﨑主査

桑野課長

矢島主幹

梅山課長補佐

（①血液型・星座　②趣味・特技　③ストレス解消法　④お薦めの本・映画等　⑤国保事務に携わっての感想・意見等）

課長

主幹兼課長補佐
（総括）
課長補佐

（医療保険担当）

主査

主任

氏　名

桑野　　茂

矢島　　淳

梅山　栄司

篠﨑　泰英

伊藤　哲也

在課年数

０月

０月

０月
  
1年０月

０月

職

主任

主事

主事

主事

医療給付
専門指導員

氏　名

根本　純子

藤野　稔央

堀　布祐美

村上　由香

酒井　　誠

在課年数

3年０月

3年０月

1年０月

1月

０月

平成24年４月現在

①B＋・山羊座
②料理（必要に迫られて？）
③畑仕事・薪割り
④宮崎　駿さんの作品
　（どれもすごいですね。）
⑤国民健康保険は日本の優れた医療保険制
度、次の世代への引き継ぎ役がんばります。

①O型・射手座
②ハイキング・競馬
③水泳
④グラン・ブルー（上映時間が長いです。）
⑤まずは、制度や用語の理解に励みます。

①AB型・双子座
②最近は行く機会が減ってしまいましたが、旅
行です。
③スポーツクラブで運動することです。
④医療系の本でしたら、映画化もされています
『孤高のメス』・『神様のカルテ』は、お薦め
です。
⑤制度が難しいですね。ひたすら勉強の日 を々
送っています。

伊藤主任

村上主事

酒井医療給付
専門指導員

①A型・うお座
②旅行・映画鑑賞・読書
③日帰り温泉
④最近では、田草川弘『黒澤明VSハリウッ
ド』・是枝裕和『奇跡』
⑤いろいろと勉強していきたいです。よろしくお
願いします。

①B型・みずがめ座
②食べ歩き・フラワーアレンジメント
③モータースポーツ・パン作り
④川原　れん　『瞬』
　松崎　洋『走れ！T校バスケット部』
⑤すべてが初めてのことで、右往左往していま
す。日々、勉強し頑張ります。

①B型　・　さそり座
②野球観戦
③ウォーキング
④アバター（３Dに感動）
⑤新しい業務に頑張って取り組みます。
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①星座　②血液型　③今一番挑戦したいこと　④今一番気になること　⑤趣味・特技　⑥座右の銘・好きな言葉
⑦健康法・ストレス解消法　⑧夢　⑨町（街）の自慢をしてください　⑩国保事業に携わっての感想・意見

国保経験年数　 2 年 1ヶ月
①　山羊座
②　B型　
③　ダイビング
④　将来のこと
⑤　ダンス
⑥　笑う門には福来る。
⑦　よく食べてよく寝る。
⑧　今、探しています。
⑨　ギョーザやカクテルなどおいしいも
のがたくさんあります。

⑩　制度の改正も多く、日々勉強するこ
とばかりですが、市民の生活に密着し
た重要な仕事だと感じています。

松 澤 　 梓 平 井 　 覚
ひら い さとるまつ ざわ あずさ

宇都宮市
保険年金課 国保給付グループ

主　　事

国保経験年数　 5 年 0ヶ月
①　ふたご座
②　O型　
③　体脂肪を１ケタ台まで削ぎ落とし
④　加齢
⑤　テニス・スキー・ドライブ
⑥　自業自得
⑦　太陽の下で大笑い☆
⑧　第２の加藤茶
⑨　県南端で複数県と県境を持つため、
地域交流が盛ん。都内にも１時間で行
けるので、買い物や通勤が便利＝そん
なに訛っていない（笑）地元で採れる米
と野菜が美味い！
⑩　14年ぶりに国保担当に帰ってきまし
たが、度重なる医療保険制度の改革に
より、以前の業務とは勝手が違い、学ぶ
ことばかりの毎日です。
　　被保険者の方々が安心して医療保
険を利用できるよう、細やかな窓口対
応と、確りとした事務遂行に努めます。

野木町
住民課 保健医療係 

主　　任
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リ
ポ
ー
ト

平
成
24
年
１
月
13
日
（
金
）、
栃
木
県
本

町
合
同
ビ
ル
９
階
国
保
連
合
会
大
会
議
室

に
お
い
て
、
国
民
健
康
保
険
料
（
税
）
徴

収
事
例
研
究
会
が
開
催
さ
れ
た
。

こ
の
研
究
会
は
県
と
国
保
連
合
会
の
共

催
に
よ
り
国
保
税
の
収
納
率
向
上
を
図
る

こ
と
を
目
的
に
開
催
さ
れ
、
保
険
者
及
び

県
税
事
務
所
よ
り
41
名
の
参
加
が
あ
っ
た
。

事
例
発
表

徴
収
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
篠
塚
三
郎
氏
、

秋
澤
重
男
氏
を
講
師
と
し
、
研
究
会
を
開

催
し
た
。
午
前
中
は
、『
事
例
研
究
〜
実

践
！
収
納
率
向
上
に
む
け
て
〜
』
と
題
し
、

滞
納
案
件
へ
の
具
体
的
な
対
応
や
徴
収
の

取
組
状
況
に
関
す
る
事
例
研
究
と
し
て
、

平
成
23
年
度
に
本
会
よ
り
徴
収
ア
ド
バ
イ

ザ
ー
を
派
遣
し
た
那
須
塩
原
市
・
茂
木
町

の
２
市
町
か
ら
、
徴
収
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
よ

り
指
導
を
受
け
た
事
例
や
収
納
率
向
上
に

向
け
た
取
組
み
に
つ
い
て
発
表
を
い
た
だ

い
た
。
具
体
的
な
滞
納
案
件
の
処
理
経
過

に
つ
い
て
は
、
売
掛
金
の
差
押
え
に
よ
り

分
納
誓
約
に
つ
な
が
っ
た
ケ
ー
ス
や
、
滞

納
者
が
借
金
を
し
て
い
る
消
費
者
金
融
会

社
へ
の
過
払
い
金
調
査
に
よ
り
、
過
払
い

金
の
還
付
に
よ
る
滞
納
額
へ
の
充
当
を
図

っ
た
ケ
ー
ス
な
ど
に
つ
い
て
発
表
を
い
た

だ
い
た
。
ま
た
、
徴
収
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の

指
導
を
受
け
、「
今
ま
で
想
定
し
て
い
な
か

っ
た
新
し
い
切
り
口
に
よ
る
滞
納
処
分
の

手
法
を
指
導
い
た
だ
き
、
今
後
の
取
り
組

み
に
活
か
し
て
い
き
た
い
。
ま
た
、
住
民

と
の
距
離
が
非
常
に
近
い
緊
密
な
関
係
の

中
で
の
差
押
え
は
非
常
に
困
難
で
は
あ
る

が
、
納
税
の
公
平
性
を
考
え
、
積
極
的
な

処
分
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
こ
と
を
実

感
し
た
」
と
の
感
想
が
あ
っ
た
。
そ
の
後
、

参
加
者
か
ら
の
質
疑
を
受
け
、
篠
塚
氏
及

び
秋
澤
氏
よ
り
事
例
に
つ
い
て
助
言
を
い

た
だ
い
た
。

模
擬
折
衝

午
後
は
、『
模
擬
折
衝
〜
悪
質
滞
納
者
と

の
応
対
を
シ
ュ
ミ
レ
ー
シ
ョ
ン
〜
』
と
題

し
、
模
擬
折
衝
を
行
な
っ
た
。
参
加
者
は

４
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
、
講
師
か
ら
出
さ

れ
た
事
例
に
対
す
る
対
応
方
法
を
個
人
及

び
グ
ル
ー
プ
に
て
検
討
し
た
後
、
各
グ

ル
ー

　

プ
か
ら
徴
税
吏
員
役
と
滞
納
者
役
を

選
出
し
、
事
例
に
対
す
る
ロ
ー
ル
プ
レ
イ

ン
グ
を
行
っ
た
。
事
例
に
つ
い
て
は
、「
差

押
自
動
車
の
監
守
保
存
処
分
」「
債
権
債
務

の
調
査
に
守
秘
義
務
違
反
だ
と
怒
る
滞
納

者
」
を
想
定
し
た
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
行
わ

れ
た
。
秋
澤
氏
か
ら
は
各
事
例
に
お
け
る

対
応
の
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
助
言
を
い
た

だ
く
と
と
も
に
、
篠
塚
氏
よ
り
、「
納
付
に

導
く
よ
う
な
折
衝
を
行
う
こ
と
、
徴
税
吏

員
と
し
て
毅
然
と
し
た
対
応
を
と
る
こ
と

が
重
要
で
あ
る
」
と
の
助
言
を
い
た
だ
い

た
。
参
加
者
か
ら
は
、「
滞
納
者
の
心
情
や

調
整
吏
員
と
し
て
の
対
応
の
ポ
イ
ン
ト
に

つ
い
て
理
解
が
深
ま
っ
た
」
と
の
声
が
聞

か
れ
た
。

徴収アドバイザー
篠塚 三郎氏

平平
成
2323
年
度
年
度 
平
成
23
年
度 

国
民
健
康
保
険
料（
税
）

国
民
健
康
保
険
料（
税
）

徴
収
事
例
研
究
会

徴
収
事
例
研
究
会

国
民
健
康
保
険
料（
税
）

徴
収
事
例
研
究
会

徴収アドバイザー
秋澤 重男氏

事例発表をする
那須塩原市 井上早人氏

事例発表をする
茂木町　鷺谷正行氏



37

平
成
24
年
１
月
30
日
（
月
）、
栃
木
県
本

町
合
同
ビ
ル
９
階
国
保
連
合
会
大
会
議
室

に
お
い
て
、
平
成
23
年
度
国
保
セ
ミ
ナ
ー

が
開
催
さ
れ
た
。

こ
の
セ
ミ
ナ
ー
は
、
少
子
高
齢
化
の
急

速
な
進
展
や
景
気
の
低
迷
な
ど
に
よ
る
医

療
費
の
増
高
、
保
険
税
の
収
納
率
の
低
下

な
ど
に
よ
る
国
保
財
政
の
窮
迫
な
ど
、
国

保
の
直
面
す
る
諸
問
題
に
対
応
す
る
た
め
、

そ
れ
ら
の
課
題
を
テ
ー
マ
と
し
た
セ
ミ

ナ
ー
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
保
事

業
の
健
全
な
運
営
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
い
る
。
セ
ミ
ナ
ー
に
は
、
県
内

市
町
の
国
保
主
管
課
長
等
及
び
税
務
主
管

課
長
等
よ
り
31
名
の
参
加
が
あ
っ
た
。

国
保
財
政
基
盤
の
強
化
に
向
け
て

は
じ
め
に
、「
国
保
を
取
り
巻
く
情
勢
」

と
題
し
、
国
民
健
康
保
険
中
央
会
檜
山
企

画
部
次
長
よ
り
ご
講
演
い
た
だ
い
た
。
国

保
を
取
り
巻
く
動
向
と
し
て
、
特
に
平
成

24
年
１
月
６
日
に
政
府
・
与
党
社
会
保
障

本
部
に
お
い
て
正
式
決
定
し
た
「
社
会
保

障
・
税
一
体
改
革
素
案
」
に
盛
り
込
ま
れ

た
国
保
制
度
改
革
と
し
て
、
市
町
村
国
保

の
構
造
的
な
問
題
へ
の
対
応
に
向
け
た

「
財
政
基
盤
強
化
策
」「
財
政
運
営
の
都
道

府
県
単
位
化
」「
財
政
機
能
の
強
化
」
に
つ

い
て
説
明
い
た
だ
い
た
。
財
政
基
盤
強
化

策
に
つ
い
て
は
、
低
所
得
者
世
帯
に
対
す

る
保
険
料
軽
減
の
拡
充
や
低
所
得
者
が
多

い
保
険
者
へ
の
財
政
支
援
制
度
の
拡
充
を

図
る
と
し
、
そ
の
た
め
の
必
要
財
源
と
な

る
公
費
と
し
て
２，

２
０
０
億
円
程
度
が

見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
社
会
保
障
・
税

一
体
改
革
成
案
が
具
体
化
さ
れ
る
中
で
措

置
さ
れ
る
と
説
明
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
財

政
運
営
の
都
道
府
県
単
位
化
に
つ
い
て
、

平
成
25
年
度
ま
で
の
暫
定
措
置
と
さ
れ
て

い
た
保
険
財
政
共
同
安
定
化
事
業
・
高
額

医
療
費
共
同
事
業
を
平
成
27
年
度
か
ら
恒

久
化
す
る
と
と
も
に
、
保
険
財
政
共
同
安

定
化
事
業
の
対
象
医
療
費
を
平
成
27
年
度

か
ら
全
医
療
費
に
拡
大
す
る
と
し
た
。
さ

ら
に
、
財
政
機
能
の
強
化
に
つ
い
て
は
、

都
道
府
県
の
調
整
機
能
の
強
化
と
市
町
村

国
保
財
政
の
共
同
事
業
の
拡
大
の
推
進
の

た
め
、
都
道
府
県
調
整
交
付
金
を
給
付
費

等
の
７
％
か
ら
９
％
に
引
き
上
げ
ら
れ
る

な
ど
の
説
明
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
施
策

に
つ
い
て
は
、
国
保
法
の
一
部
改
正
法
案

と
し
て
通
常
国
会
に
提
出
さ
れ
る
方
針
で

あ
る
と
話
し
た
。

続
い
て
、「
国
保
税
収
納
率
向
上
に
向
け

た
組
織
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」
と
題
し
、（
株
）

全
国
地
方
税
徴
収
実
務
機
構
の
徴
収
ア
ド

バ
イ
ザ
ー
で
あ
る
秋
澤
重
男
氏
よ
り
ご
講

演
い
た
だ
い
た
。
講
演
で
は
、
滞
納
整
理

の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
し
て
、「
滞
納
事
案
に

つ
い
て
の
処
理
方
針
を
決
定
し
取
り
組
む

な
か
、
そ
の
進
行
管
理
及
び
見
直
し
を
定

期
的
に
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
」
と
し
、

講
師
が
実
際
に
経
験
し
た
滞
納
整
理
の
事

例
を
交
え
な
が
ら
話
し
た
。
ま
た
、
管
理

リ ポ ー ト

講演をする国保中央会
檜山企画部次長

講演をする徴収アドバイザー
秋澤重男氏

者
と
し
て
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
つ
い
て
、

「
適
切
な
進
行
管
理
や
部
下
と
の
信
頼
関

係
、
情
報
と
目
標
の
共
有
な
ど
が
重
要
で

あ
る
」
と
話
し
た
。

参
加
者
か
ら
は
、「
国
保
の
諸
情
勢
及
び

制
度
改
正
の
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
理
解
が

深
ま
っ
た
」「
今
後
の
収
納
率
向
上
に
向
け

参
考
と
し
て
い
き
た
い
」
な
ど
の
声
が
あ

っ
た
。

平
成
23
年
度 

国
民
健
康
保
険
料（
税
）

徴
収
事
例
研
究
会

平
成
23
年
度

国
保
セ
ミ
ナ
ー 
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第三者行為損害賠償求償事務コーナー

示談と損害賠償請求権について
●示談とは
　加害者（相手方）・被害者（被保険者）間で、損害賠償責任の有無やその賠償額、支払方法等について、裁判
によることなく民事的紛争を解決することを言います。民法上の和解契約に該当する法律行為とされていま
す。

民法第695条（和解）
　和解は、当事者が互いに譲歩をして、その間に存する争いをやめることを約することによっ
て、その効力を生ず。

●示談が損害賠償請求権に及ぼす影響は
　相手方・被保険者間で示談がなされた場合、代位取得（被保険者が第三者に対して有する損害賠償請求権
（求償権）を保険者が被保険者から取得すること）に影響を及ぼします。

（1） 示談前の保険給付
　示談成立以前に行った保険給付に係る求償権の代位取得は、国民健康保険法第64条及び高齢者の医
療の確保に関する法律第58条並びに介護保険法第21条の規定により、影響を受けることなく相手方に
対し保険給付分を求償できます。

（2） 示談後の保険給付
　示談成立後に保険給付を行った場合に求償できるかどうかは、示談の内容や示談金の支払状況によって
異なります。
○示談金の中に治療費が全く含まれていない場合
　治療費は示談によって消滅したものとし、相手方に求償はできず、保険給付を受けた被保険者に保険
給付分を不当利得（民法第703 条）として返還請求していくことになります。
○示談の中で、治療費を一部分しか支払わないことになっている場合
　全ての治療費分については、求償できないため、不足分を上記同様被保険者に対し、不当利得として
返還請求していくことになります。

民法第703 条（不当利得）
　法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした
者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

●示談は慎重に
　示談に際しては、安易な示談や権利放棄をしないこと、また、必ず書面による示談書を取り交わすこと、示談を
行う場合は事前に保険者等に連絡するよう、被保険者等に対し説明をお願いいたします。
　また、被保険者等から連絡があった場合は、治癒しているかの確認、もしも治癒していない場合には、「示談後
の保険給付分についても、第三者が保険者等に賠償する」等のただし書きを入れるようご指導をお願いいたし
ます。

事業振興課　共同事業担当　TEL：028－622－7815
第三者行為に関するお問い合わせは
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東武上今市駅⇒日本の水車（杉並木公園）⇒旧江連家（杉並木公園）⇒瀧尾神社

今回のウォーキングコース 約3.0km

市縁ひろば

滝尾神社

国道119号

杉並木の街を歩いて
今回は、「杉並木の街」として知られている日光

（今市）を歩きました。
日光・例幣使・会津西の三街道の全長約37km の

両側にわたって杉がそびえる「日光杉並木街道」は、
世界一長い並木道として知られており、植栽から
390年が経とうとしています。

今回は、そのような歴史を感じさせる街のウォー
キングコースから見所を紹介します。

杉並木公園は、日光杉並木街道の保護と地域文化を継承するために造られた公園です。
杉並木公園内には、日本の水車が復元されています。今市では、杉線香の生産が盛んであり、その動力

としてかつては、水車が使われていたそうです。また、公園内には、民家として天保元年（1830）に建て
られた旧江連家（約90 坪）が移築されています。

瀧尾神社は、霊峰日光連山と関係が深く、今市の歴史を伝える神社です。春の例大祭では、氏子町内の
屋台が繰り出されるそうです。

歩歩こう、歩こう
！

歩こう、歩こう
！

あのあの道このこの道あの道この道

上今市駅

JR今市駅至今市インター

病院
市縁市縁ひろばひろば市縁ひろば 如来寺

春日町
交差点

製菓店

滝尾神社滝尾神社

日本の水車

丸山公園

水郷橋

大谷橋

大谷川グリーン
パーク

旧江連家

火のみやぐら
野口十文字

郵便局

瀧尾神社

大　谷　川

杉並木公園

国道119号

いまいち大通り

上今市駅
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５日　食生活改善支援事業（10：00～） 岩舟町
７日　診療施設部会医師会役員会（15：30～） ９階会議室
８日　介護サービス苦情処理委員会（13：30～） ９階会議室

保険者事務共同電算処理運営委員会（13：30～） ９階会議室
12日　食生活改善支援事業（10：00～） 岩舟町
16日　審査委員会（16～19日） 審査委員会室
18日　広報委員会（10：00～） ９階会議室
19日　食生活改善支援事業（10：00～） 岩舟町
20日　徴収アドバイザー派遣フォローアップ（10：30～） ９階会議室
21日　介護給付費審査委員会（16：00～） ９階会議室
22日　事務部会（13：30～） ９階会議室

栃木県国保事業充実強化推進協議会運営委員会　　　　　 ９階会議室
介護サービス苦情処理委員会（13：30～） ９階会議室

26日　栃木県国民健康保険運営協議会長会総会（10：30～） ９階会議室
28日　平成24年度介護保険者連絡協議会幹事会（13：30～） ９階会議室

３日　監事会（10：30～） ９階会議室
６日　理事会（13：30～） ９階会議室
13日　介護サービス苦情処理委員会（13：30～） ９階会議室
16日　審査委員会（16～19日） 審査委員会室
23日　介護給付費審査委員会（16：00～） ９階会議室
27日　介護サービス苦情処理委員会（13：30～） ９階会議室
31日　通常総会（10：00～） ９階会議室

10日　介護サービス苦情処理委員会（13：30～） ９階会議室
15日　審査委員会（15～18日） 審査委員会室
22日　介護給付費審査委員会（16：00～） ９階会議室
24日　介護サービス苦情処理委員会（13：30～） ９階会議室
28日　第29回健康な町づくりシンポジウム 東京都
29日　全国市町村国保主管課長研究協議会 東京都
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編 

集 

後 

記

今
年
度
の
機
関
誌
「
栃
木
の
国
保
」
を
担
当
さ
せ
て

い
た
だ
く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

本
会
で
は
、「
栃
木
の
国
保
」
の
創
刊
号
が
保
存
さ

れ
て
い
ま
す
。「
栃
木
の
国
保
」
の
担
当
と
な
っ
た
こ

と
か
ら
、
一
度
手
に
と
っ
て
中
身
を
見
て
み
ま
し
た
。

国
保
担
当
者
に
と
っ
て
う
れ
し
く
な
る
よ
う
な
、「
国

保
に
感
謝
す
る
」
と
題
す
る
中
学
生
の
作
文
も
掲
載
さ

れ
て
お
り
ま
し
た
。

何
よ
り
驚
い
た
の
は
、
そ
の
発
行
年
月
日
で
、「
昭

和
二
十
五
年
七
月
十
日
」
と
あ
り
ま
し
た
。

発
行
年
月
日
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
六
〇
年
以
上

の
歴
史
が
あ
る
「
栃
木
の
国
保
」
の
編
集
に
携
わ
れ
る

こ
と
を
誇
り
に
思
う
と
と
も
に
、
そ
の
重
責
も
感
じ
て

い
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、「
栃
木
の
国
保
」
は
様
々
な
方
々

の
ご
協
力
の
も
と
発
行
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
時
に
は
そ

の
よ
う
な
方
々
の
お
力
も
お
借
り
し
な
が
ら
、
よ
り
よ

い
機
関
誌
を
目
指
し
て
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

（
Ｔ
・
Ｋ
）
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